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京葉銀カード会員規約 
 

第１部  一般条項  
第１章   会員の資格  

第１条（本会員）  
  株 式 会 社 京 葉 銀 カ ー ド （ 以 下 「 当 社 」 と い う ） に 対 し 、 本 規 約 を 承 認 の う え 入 会 申 込 み を し
た 個 人 の う ち 、 当 社 が 適 格 と 認 め た 方 を 本 会 員 と し ま す 。ま た 、 当 社 が 入 会 申 込 み を 認 め た 日
を 契 約 成 立 日 と し ま す 。  
第２条（家族会員）  
１．本 会 員 が 本 会 員 の 代 理 人 と し て 指 定 し本 条 第 ２ 項 お よ び 第 ３ 項 の 責 任 を 負 う こ と を 承 認 し
た 家 族 で 、 当 社 が 適 格 と 認 め た 方 を 家 族 会 員 （ 以 下 本 会 員 と 家 族 会 員 を 「 会 員 」 と い う ） と し
ま す 。 本 会 員 は 、 本 会 員 の 代 理 人 と し て 家 族 会 員 に 、 当 社 が 当 該 家 族 会 員 用 に 発 行 し た ク レ ジ
ッ ト カ ー ド （ 以 下 「 家 族 カ ー ド 」 と い う ）お よ び 会 員 番 号 を 本 規 約 に 基 づ き 利 用 さ せ る こ と が
で き 、 家 族 会 員 は 、 本 会 員 の 代 理 人 と し て 本 規 約 に 基 づ き 家 族 カ ー ドお よ び 会 員 番 号 を 利 用 す
る こ と が で き ま す 。 家 族 会 員 は 、 本 会 員 が 退 会 そ の 他 の 理 由 で 会 員 資 格 を 喪 失 し た と き は 、 当
然 、 会 員 資 格 を 喪 失 す る も の と し ま す 。  
２．本 会 員 は 、 家 族 会 員が 家 族 カ ー ド お よ び 会 員 番 号 を 利 用 し て 決 済 を し た 金 額 を 、 家 族 会 員
が 指 定 し た 支 払 方 法 に よ り 当 社 に 支 払 う も の と し ま す 。 そ の 他 、 本 会 員 は 、 家 族 会 員 が 家 族 カ
ー ド お よ び 会 員 番 号 を 利 用 し た こ と に よ り 生 じ る 全 て の 責 任 を 負 う も の と し ま す 。 こ の 場 合 、
家 族 会 員 は 、 当 社 が 、 家 族 カ ー ド の 利 用 内 容 ・ 利 用 状 況 等 を 本 会 員 に 対 し 通 知 す る こ と を 、 予
め 承 諾 す る も の と し ま す 。  
３．本 会 員 は 、 家 族 会 員 に 対 し 本 規 約 の 内 容 を 遵 守 さ せ る も の と し ま す 。 本 会 員 は 、 家 族 会 員
が 本 規 約 の 内 容 を 遵 守 し な か っ た こ と に よ る 当 社 の 損 害 （ 家 族 カ ー ド の 管 理 に 関 し て 生 じ た 損
害 を 含 む ） を 賠 償 す る も の と し ま す 。  
４．本 会 員 は 、 家 族 会 員 が 事 由 の 如 何 を 問 わ ず 本 条 第 １ 項 に 規 定 す る 代 理 人 で な く な っ た 場 合
ま た は 代 理 人 で な い こ と が 判 明 し た 場 合 は 、 家 族 会 員 に よ る カ ー ド 利 用 の 中 止 を 申 し 出 る も の
と し ま す 。 本 会 員 は 、 こ の 申 し 出 以 前 に 前 ２ 項 の 代 理 人 と し て の 責 任 が 消 滅 し た こ と を 、 当 社
に 対 し て 主 張 す る こ と は で き ま せ ん 。  
第３条（年会費）  
 本 会 員 は 、 当 社 に 対 し て 所 定 の 年 会 費 を 支 払 う も の と し ま す （ た だ し 、 当 社 が 年 会 費 を 無 料
と 定 め て い る カ ー ド を 除 く ）。な お 、年 会 費 の 支 払 期 日 は ク レ ジ ッ ト カ ー ド（ 以 下「 カ ー ド 」と
い う ） 送 付 時 に 通 知 す る も の と し ま す 。 な お 、 当 社 の 責 に 帰 す 事 由 に よ り 退 会 ま た は 会 員 資 格
を 喪 失 し た 場 合 を 除 き 、 支 払 済 の 年 会 費 は 返 還 し ま せ ん 。  
第４条（届出事項の変更等）  
１．当 社 に 届 出 た 氏 名 、 住 所 、 電 話 番 号 、 電 子 メ ー ル ア ド レ ス 、 職 業 、 勤 務 先 、国 籍 、 在 留 資
格 、 在 留 期 間 、 取 引 を 行 う 目 的 、 お よ び そ の 他 の 項 目 （ 以 下 総 称 し て 「 届 出 事 項」 と い う ） に
変 更 が 生 じ た 場 合 、 次 項 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 会 員 は 遅 滞 な く 、 所 定 の 届 出 用 紙 の 提 出 ま た は
電 話 ・ イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 届 出 等 の 当 社 所 定 の 方 法 に よ り 変 更 事 項 を 届 出 る も の と し ま す 。  
２．氏 名 ・ 暗 証 番 号 ・ 決 済 口 座 を 変 更 す る 場 合 そ の 他 当 社 が 必 要 と 認 め る 場 合 に は 、 会 員 は 、
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所 定 の 届 出 用 紙 を 提 出 す る 方 法 に よ り 変 更 事 項 の 届 出 を 行 う も の と し ま す 。  
３．前 ２ 項 の 届 出 が な さ れ て い な い 場 合 で も 、当 社 は 、 適 法 か つ 適 正 な 方 法 に よ り 取 得 し た 個
人 情 報 ま た は そ の 他 の 情 報 に よ り 、 届 出 事 項 に 変 更 が あ る と 合 理 的 に 判 断 し た 場 合 に は 、 当 該
変 更 内 容 に 係 る 前 ２ 項 の 届 出 が あ っ た も の と し て 取 り 扱 う こ と が あ り ま す 。 な お 、 会 員 は 当 社
の 当 該 取 扱 い に つ き 異 議 を 述 べ な い も の と し ま す 。  
４．本 条 第 １ 項 お よ び 第 ２ 項 の 届 出 が な い た め に 、 当 社 か ら の 通 知 ま た は 送 付 書 類 そ の 他 の 物
が 延 着 ま た は 不 着 と な っ た 場 合 に は 、通 常 到 着 す べ き と き に 会 員 に 到 着 し た も の と み な し ま す 。
但 し 、 届 出 を 行 わ な か っ た こ と に つ い て 已 む を 得 な い 事 情 が あ る と き を 除 き ま す 。  
５．会 員 が 第 ２ ２ 条 第 １ 項 第 ７ 号 ま た は 第 ８ 号 に 該 当 す る と 具 体 的 に 疑 わ れ る 場 合 に は 、 当 社
は 、 会 員 に 対 し 、 当 該 事 項 に 関 す る 調 査 を 行 い 、 ま た 、 必 要 に 応 じ て 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と
が で き 、 会 員 は 、 こ れ に 応 じ る も の と し ま す 。  
６．当 社 は 会 員 へ の 意 思 表 示 ・ 通 知 に つ い て 、 当 該 意 思 表 示 ・ 通 知 を 省 略 し て も 会 員 に 不 利 益
が な い 場 合 に は こ れ を 省 略 し て 意 思 表 示 ・ 通 知 が あ っ た も の と み な す こ と が で き る も の と し ま
す 。  
7．当 社 は 、日 本 国 籍 を 保 有 せ ず に 本 邦 に 居 住 し て い る 会 員 に 対 し 、国 籍 、在 留 資 格 、在 留 期 間
の 届 出 を 求 め る こ と が あ り 、 当 該 会 員 は 届 出 に 応 じ る も の と し ま す 。  
第５条（規約の変更、承認）  
 本 規 約 の 変 更 に つ い て は 当 社 か ら 変 更 内 容 を 通 知 し た 後 、 ま た は 新 会 員 規 約 を 送 付 し た 後 に
カ ー ド を 利 用 し た と き 、 当 社 が 自 社 ホ ー ム ペ ー ジ 等 に 変 更 内 容 や 新 会 員 規 約 を 公 表 す る な ど イ
ン タ ー ネ ッ ト そ の 他 適 切 な 方 法 に よ り 周 知 し た 後 に カ ー ド を 利 用 し た と きは 、 変 更 事 項 ま た は
新 会 員 規 約 を 承 認 し た も の と み な し ま す 。ま た 、 法 令 の 定 め に よ り 本 規 約 を 変 更 出 来 る 場 合 に
は 、 当 該 法 令 に 定 め る 手 続 き に よ る 変 更 も 可 能 な も の と し ま す 。  
 

第２章   カードの管理  

第６条（カードの貸与と取扱い）  
１．当 社 は 、 会 員 に 会 員 氏 名 ・ 会 員 番 号 ・ 有 効 期 限 等 （ 以 下 「 カ ー ド 情 報」 と い う ） を カ ー ド
券 面 に 印 字 ま た は 登 録 し た 会 員 の 申 込 区 分 に 応 じ た カ ー ド（ 以 下 家 族 カ ー ド を 含 む ）を 発 行 し 、
貸 与 し ま す 。 会 員 は 、 カ ー ド を 貸 与 さ れ た と き は 直 ち に 当 該 カ ー ド の 署 名 欄 に 自 署 す る も の と
し ま す（ カ ー ド に 署 名 欄 が あ る 場 合 に 限 り ま す ）。本 会 員 は 、カ ー ド 発 行 後 も 、届 出 事 項（ 第 ４
条 第 １ 項 の 届 出 事 項 を い う ） の 確 認 （ 以 下 「 取 引 時 確 認 」 と い う ） 手 続 を 当 社 が求 め た 場 合 に
は こ れ に 従 う も の と し ま す 。な お 、 セ キ ュ リ テ ィ 上 の 理 由 、 当 社 と 提 携 ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 発
行 に 関 し 提 携 す る 会 社 そ の 他 の 個 人 ・ 法 人 （ 以 下 「 提 携 会 社 」 と い う ） と 当 社 と の 提 携 関 係 の
変 動 ・ 終 了 そ の 他 の 事 由 に よ り 、 会 員 番 号 が 変 更 さ れ る 場 合 が あ り 、 そ の 場 合 、 当 社 よ り 新 た
な カ ー ド を 発 行 し 、貸 与 し ま す 。（ た だ し 、カ ー ド 券 面 は デ ザ イ ン等 が 変 更 さ れ る 場 合 が あ り ま
す ）。  
２．カ ー ド の 所 有 権 は 当 社 に 属 し 、カ ー ド お よ び カ ー ド 情 報 は カ ー ド券 面 に 印 字 ま た は 登 録 さ
れ た 会 員 本 人 以 外 は 使 用 で き な い も の と しま す 。  
３．会 員 は 、 現 行 紙 幣 ・ 貨 幣 の 購 入 、 ま た は 、現 金 化 を 目 的 と し て 商 品 ・ サ ー ビ ス の 購 入（当
該 商 品 等 を 転 売 し あ る い は 委 託 販 売 す る 等 そ の 名 目 の 如 何 を 問 わ な い も の と し ま す ） そ の 他 こ
れ ら と 実 質 的 に 同 視 で き る 取 引 な ど に カ ー ド の シ ョ ッ ピ ン グ 枠 を 使 用 し て は な ら ず 、 ま た 違 法
な 取 引 に 使 用 し て は な り ま せ ん 。 本 項 で 禁 止 さ れ る 現 金 化 を 目 的 と す る カ ー ド 利 用 に は 、 次 の
各 号 に 定 め る も の に 係 る 利 用 が 含 ま れ ま す が 、 こ れ ら に 限 ら れ ま せ ん 。  
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① 買 取 業 者 等 が カ ー ド 利 用 者 に 宝 飾 店 、 ブ ラ ン ド 店 、 家 電 量 販 店 等 で 商 品 等 を カ ー ド で 購 入 さ
せ 、 購 入 し た 商 品 等 を 買 取 業 者 等 が 買 い 取 る な い し は 第 三 者 に 売 却 す る も の と し て 、 購 入 金 額
等 か ら 手 数 料 を 差 し 引 い た 金額 な い し は 購 入 金 額 等 に 利 益 を 上 乗 せ し た 金 額 に 相 当 す る 現 金 や
ポ イ ン ト 等 を カ ー ド 利 用 者 に 付 与 す る と し て い る も の  
② 販 売 業 者 等 が カ ー ド 利 用 者 に 自 店 や 指 定 店 等 で 販 売 し て い る 商 品 等 を カ ー ド で 購 入 さ せ 、 購
入 を 条 件 に 購 入 金 額 か ら 手 数 料 を 差 し 引 い た 金 額 な い し は 購 入 金 額 に 利 益 を 上 乗 せ し た 金 額 に
相 当 す る 現 金 や ポ イ ン ト 等 を カ ー ド 利 用 者 に 付 与 す る と し て い る も の  
③ 販 売 業 者 等 が カ ー ド 利 用 者 に 自 店 や 指 定 店 等 で 販 売 し て い る 商 品 等 を カ ー ド で 購 入 さ せ 、 購
入 し た 商 品 等 に つ き 販 売 業 者 等 が 買 戻 し や 返 品 を 受 け 、ま た は 別 の 買 取 業 者 等 が 買 取 り を 行 い 、
買 戻 金 額 等 か ら 手 数 料 を 差 し 引 い た 金 額 な い し は 買 戻 金 額 等 に 利 益 を 上 乗 せ し た 金 額 に 相 当 す
る 現 金 や ポ イ ン ト 等 を カ ー ド 利 用 者 に 付 与 す る と し て い る も の  
④ 金 券 類 、 暗 号 資 産 、 貴 金 属 類 、 ブ ラ ン ド 品 、 家 電 製 品 等 の 換 金 性 の 高 い 商 品 等 の 購 入 を 社 会
通 念 上 相 当 と は 認 め ら れ な い 頻 度 も し く は 金 額 に て 行 う も の  
⑤ 上 記 各 号 に 類 す る と 当 社 が 判 断 す る も の  
４．会 員 は 、 カ ー ド お よ び カ ー ド 情 報 の 使 用 ・ 保 管 ・ 管 理 を 善 良 な る 管 理 者 の 注 意 を も っ て 行
な う も の と し ま す 。 会 員 は 、 カ ー ド を 他 人 に 貸 与 ・ 譲 渡 ・ 質 入 ・ 寄 託 ま た は カ ー ド 情 報 を 預 託
し て は な ら ず 、 ま た 、 理 由 の 如 何 を 問 わ ず 、 カ ー ド お よ び カ ー ド 情 報 を 他 人 に 使 用 さ せ ま た は
使 用 の た め に 占 有 を 移 転 さ せ て は な り ま せ ん 。  
５．カ ー ド お よ び カ ー ド 情 報 の 使 用 ・ 保 管 ・ 管 理 に 際 し て 、 会 員 が 前４ 項 に 違 反 し 、 そ の 違 反
に 起 因 し て カ ー ド お よ び カ ー ド 情 報 が 不 正 に 利 用 さ れ た 場 合 、 本 会 員 は 、 そ の カ ー ド 利 用 に 係
る 債 務 に つ い て す べ て 支 払 い の 責 を 負 う も の と し ま す 。  
６．会 員 は 、 第 ３ 項 に 違 反 し た こ と に よ り 、 販 売 業 者 等 あ る い は 第 三 者 と 紛 議 に な っ た 場 合 で
あ っ て も 、 当 該 紛 議 を 自 ら の 責 任 に お い て 解 決 す る も の と し 、 当 該 紛 議 を 理 由 に 、 当 社 に 対 す
る カ ー ド 利 用 代 金 等 の 債 務 の 支 払 を 拒 む こ と は で き な い も の と し ま す 。  
７．会 員 が 紛 失 等 を し た カ ー ド が 拾 得 物 と し て 警 察 に 届 け 出 ら れ た 場 合 、 そ の カ ー ド は 当 社 か
ら 会 員 に 連 絡 す る こ と な く 相 当 期 間 経 過 後 に 破 棄 で き る も の と し ま す 。  
第７条（カードの有効期限）  
１．カ ー ド の 有 効 期 限 は 、 当 社 が 指 定 す る も の と し 、 カ ー ド 券 面に 印 字 さ れ 、 あ る い は 当 社 所
定 の ウ ェ ブ サ イ ト お よ び ア プ リ ケ ー シ ョ ン 上 に 表 示 さ れ た 月 の 末 日 ま で と し ま す 。 た だ し 、 当
社 は 、 会 員 番 号 の 変 更 そ の 他 の 事 情 に よ り 、 カ ー ド 有 効 期 限 の 満 了 前 に 新 た な カ ー ド を 発 行す
る こ と が で き る も の と し 、 そ の 場 合 当 該 新 た な カ ー ド に 適 用 の あ る 会 員 規 約 が 適 用 さ れ ま す 。
従 前 の カ ー ド は 、 会 員 が 新 た な カ ー ド を 受 領 し た と き か ら 利 用 で き な く な る も の と し ま す 。 ま
た 、 届 出 住 所 宛 に 当 社 が 送 付 し た 新 た な カ ー ド が 不 着 と な っ た 場 合 等 、 当 該 届 出 住 所 宛 に 新 た
な カ ー ド を 発 送 し て も 到 着 し な い と 当 社 が 認 め る 場 合 お よ び 当 社 が 定 め る 一 定 期 間 カ ー ド の 利
用 が 認 め ら れ な い 場 合 に は 、 当 社 が 定 め る 期 間 の 経 過 後 に 、 従 前 の カ ー ド は 利 用 で き な く な る
も の と し ま す 。  
２．有 効 期 限 の ２ ヵ 月 前 ま で に 申 出 が な く 、 当 社 が 引 き 続 き 会 員 と し て 認 め る 場 合 に は 、 新 カ
ー ド と 会 員 規 約 を 送 付 し ま す 。 但 し、 届 出 住 所 宛 に 当 社 が送 付 し た 郵 便 物 が 不 着 と な っ た 場 合
等 当 該 届 出 住 所 宛 に 郵 便 物 を 発 送 し て も 到 着 し な い と 当 社 が 認 め る 場 合 お よ び 当 社 が 定 め る 一
定 期 間 カ ー ド の 利 用 が 認 め ら れ な い 場 合 に は 、 送 付 を 保 留 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  
３．本 会 員 は 、 第 １ 項 の 従 前 の カ ー ド ま た は 有効 期 限 経 過 後 の カ ー ド を 直 ち に 切 断 ・ 破 棄 す る
も の と し ま す 。  
４．カ ー ド の 有 効 期 限 内 に お け る カ ー ド 利 用 に よ る 支 払 い に つ い て は 、 有 効 期 限 経 過 後 と い え
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ど も 本 規 約 を 適 用 す る も の と し ま す 。  
第８条（暗証番号）  
１．当 社 は 、 本 会 員 よ り 申 出 の あ っ た カ ー ド の 暗 証 番 号 を 所 定 の 方 法 に よ り 登 録 し ま す 。 た だ
し 、 申 出 が な い 場 合 ま た は 当 社 が 定 め る 指 定 禁 止 番 号 を 申 出 た 場 合 は 、 当 社 所 定 の 方 法 に よ り
登 録 し ま す 。  
２．会 員 は 、 暗 証 番 号 を 他 人 に 知 ら れ な い よ う 、 善 良 な る 管 理 者 の 注 意 を も っ て 管 理 す る も の
と し ま す 。 カ ー ド 利 用 に あ た り 、 登 録 さ れ た 暗 証 番 号 が 使 用 さ れ た と き は 、 当 社 に 責 の あ る 場
合 を 除 き 、 本 会 員 は 、 そ の た め に 生 ず る 一 切 の 債 務 に つ い て 支 払 い の 責 を 負 う も の と し ま す 。  

第９条（カードの利用枠）  
１．カ ー ド の 総 利 用 枠 は 、 各 本 会 員 に つ き 、 本 会 員 お よ び家 族 会 員 の カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 、 海
外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス 及 び キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の利 用 代 金 を 合 算 し て 未 決 済 残 高 と し て 管 理 し ま
す 。 そ の 金 額 お よ び 次 項 以 下 の 内 訳 額 は 、 当 社 が 所 定 の 方 法 に よ り 定 め る も の と し ま す 。  
２．カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 枠 は 、 各 本 会 員 に つ き 、 本 会 員 お よび 家 族 会 員 の カ ー ド シ ョ ッ ピ
ン グ の 利 用 代 金 を 合 算 し て 未 決 済 残 高 と し て 管 理 し ま す 。 そ の 金 額 は 、 前 項 の 総 利 用 枠 の 内 枠
と し て 当 社 が 所 定 の 方 法 に よ り 定 め る も の と し ま す 。  
３．割 賦 利 用 枠 は 、 各 本 会 員 に つ き 、 本 会 員 お よ び家 族 会 員 の カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ の う ち リ ボ
ル ビ ン グ 払 い な ら び に 分 割 払 い（ ３ 回 以 上 の も の を い う 。以 下 同 様 ）、２ 回 払 い お よ び ボ ー ナ ス
一 括 払 い の 利 用 代 金 を 合 算 し て 未 決 済 残 高 と し て 管 理 し ま す 。 そ の 金 額 は 、 前 項 の カ ー ド シ ョ
ッ ピ ン グ 利 用 枠 の 内 枠 と し て 当 社 が 所 定 の 方 法 に よ り 定 め る も の と し ま す 。  
４．カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ の う ち 本 会 員 お よ び 家 族 会 員 の リ ボ ル ビ ン グ 払 い な ら び に 分 割 払 い 、
２ 回 払 い お よ び ボ ー ナ ス 一 括 払 い の 未 決 済 残 高 の 各 利 用 枠 は 、 前 項 の 割 賦 利 用 枠 の 範 囲 内 で 当
社 が 所 定 の 方 法 に よ り 定 め る も の と し ま す 。  
５．前 項 の リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 利 用 枠 を 超 え て リ ボ ル ビ ン グ 払 い を 指 定 し て カ ー ド を 利 用 し た
場 合 は 、 原 則 と し て 超 過 し た 金 額 を １ 回 払 い の 扱 い と し て 支 払 うも の と し ま す 。 た だ し 、 当 社
が 適 当 と 認 め た 場 合 に は 、 そ の 一 部 を １ 回 払 い の 扱 い と し て 支 払 う も の と し ま す 。  
６．キ ャ ッ シ ン グ 利 用 枠 は 、 各 本 会 員 に つ き 、 本 会 員 お よび 家 族 会 員 の キ ャ ッ シ ン グ リ ボ お よ
び 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 未 決 済 残 高 を 合 算し て 管 理 し ま す 。 そ の 金 額 は 本 条 第 １ 項 の 総 利
用 枠 の 内 枠 と し て 当 社 が 所 定 の 方 法 に よ り 定 め る も の と し ま す 。  
７．キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 未 決 済 残 高 の 利 用 枠 は 、 前 項 の キ ャ ッ シ ン グ 利 用 枠 の う ち 、 ５ ０ 万 円
を 超 え な い 範 囲 で 当 社 が 定 め る も の と し ま す 。  
８．海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 未 決 済 残 高 の 利 用 枠 は 、 本 条 第 ６ 項 の キ ャ ッ シ ン グ 利 用 枠 の う
ち 、 ５ ０ 万 円 を 超 え な い 範 囲 で 当 社 が 定 め る も の と し ま す 。  
９．当 社 は 、 必 要 ま た は 適 当 と 認 め た 場 合 、 本 条 第 １ 項 の 利 用 枠 と は 別 に 分 割 払 い の 利 用 枠 を
定 め る 場 合 が あ り ま す 。 こ の 場 合 、 当 社 所 定 の 方 法 に よ り そ の 利 用 枠 を 定 め る も の と し ま す 。  
１０．会 員 が 本 条 に 定 め る 利 用 枠 を 超 え て カ ー ド を 利 用 し た 場 合 も 、 本 会 員 は 当 然 に そ の 支 払
い の 責 を 負 う も の と し ま す 。  
１１．本 条 に 定 め る 利 用 枠 は 、 会 員 が 以 下 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 、 そ の 他 当 社 が 必 要 と 認
め た 場 合 に は 、 特 段 の 通 知 を 要 せ ず 減 額 で き る も の と し ま す 。  
① カ ー ド 利 用 に 係 る 債 務 等 当 社 に 対 す る 債 務 の 履 行 を 怠 っ た 場 合  
② 会 員 の カ ー ド の 利 用 状 況 お よ び 本会 員 の 信 用 状 況 等 に 応 じ て 、 審 査 の う え 当 社 が 必 要 と 認 め
た 場 合  
③ 「 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 」 そ の 他 の 法 令 に よ る 規 制 に 鑑 み て 、 当 社 が 必 要
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と 認 め た 場 合  
１２．本 条 に 定 め る 利 用 枠 は 、 本 条 第 ７ 項 、 第 ８ 項 の 定 め に か か わ ら ず 、 当 社 が 適 当 と 認 め た
場 合 に は 、特 段 の 通 知 を 要 せ ず 、当 社 所 定 の 方 法 に よ り 、増 額 す る こ と が で き る も の と し ま す 。
た だ し 、会 員 か ら 増 額 を 希 望 し な い 旨 の 申 し 出 が あ っ た 場 合 に は 増 額 を 行 わ な い も の と し ま す 。 
第９条の２（会員利用総枠）  
１．当 社 は 、 各 本 会 員 に つ き 、 本 規 約 第 ９ 条 で 定 め る カ ー ド の 利 用 枠 と は 別 に 本 会 員 に 貸 与 し
た 全 て の カ ー ド の 中 で 割 賦 利 用 枠 が 最 も 高 い カ ー ド （ 以 下 「 親 カ ー ド 」 と い う ） の 割 賦 利 用 枠
と 同 額 を 本 会 員 お よび 家 族 会 員 に 貸 与 し た 全 て の カ ー ド に 係 る リ ボ ル ビ ン グ 払 い な ら び に 分 割
払 い 、２ 回 払 い お よ び ボ ー ナ ス 一 括 払 い の 利 用 金 額 合 計 の 上 限（ 以 下「 会 員 利 用 総 枠 」と い う ）
と 定 め る も の と し ま す 。 ま た、 親 カ ー ド の 解 約 （ 本 規 約 に 定 め る 解 約 事 由 が 存 在 す る 場 合 を 除
く ） も し く は 割 賦 利 用 枠 の 減 額 ま た は 親 カ ー ド 以 外 の カ ー ド の 割 賦 利 用 枠 の 増 額 等 に よ り 、 割
賦 利 用 枠 が 最 も 高 い カ ー ド が 親 カ ー ド 以 外 の カ ー ド と な っ た 場 合 は 、 当 該 カ ー ド を 新 た な 親 カ
ー ド と 定 め る も の と し ま す 。 な お 、 親 カ ー ド を 定 め る に 際 し 、 割 賦 利 用 枠 が 最 も 高 い カ ー ド が
複 数 あ る 場 合 は 、 当 社 が 親 カ ー ド を 任 意 に 定 め る も の と し ま す 。  
２．当 社 は 、 会 員 利 用 総 枠 に つ い て 親 カ ー ドの 有 効 期 限 更 新 毎 に これ を 見 直 す も の と しま
す。ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カー
ド の変 更（ 複数回 の親カ ード の変 更を含 む）が 行わ れた 場合に おいて 、当 該期 間内に 会 員
利 用総 枠の 見直し が一度 も行 われ なかっ た場合 、当 該期 間にお ける当 初親 カー ドの有 効 期
限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。  
また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当 社から求めがあった場合、会員利用総枠の
見直しに必要と 当 社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。  
３．当 社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により 当 社が必要と認めた
場 合、 会員 利用総 枠およ び当 社が 貸与し た全て のカ ード の利用 枠を任 意に 減額 できる も の
とします。  
４．当 社 は 、 会 員 が 、 本 規 約 第 ２ １ 条 、 第 ２ ２ 条 、 第 ２ ３ 条 で 定 め る 、 期 限 の 利 益 の 喪 失 、 会
員 資 格 の 取 消 し 、 退 会 に 該 当 し た 場 合 、 会 員 利 用 総 枠 を 取 消 す こ と が で き る も の と し 、 当 社 が
貸 与 し た 全 て の カ ー ド の 利 用 枠 も 取 消 し さ れ る も の と し ま す 。  
５．当 社は、親カードが解約となった場合、当 社が貸与した他の全てのカードを解約するこ
と とし ます 。ただ し、本 条第 １項 による 親カー ドの 変更 を伴う 親カー ドの 解約 の場合 は こ
の限りではありません。  
第１０条（複数カード保有における利用の調整）  
１．当 社 が 複 数 の カ ー ド を 本 会 員 に 貸 与 し て い る 場 合 、 原 則 、 当 社 は 、 そ の す べ て の カ ー ド を
通 算 し て 第 ９ 条 の 規 定 を 本 会 員 に 適 用 す る も の と し ま す 。  
２．前 項 の 場 合 、 当 社 は 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い 、 分 割 払 い 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ お よび 海 外 キ ャ ッ
シ ュ サ ー ビ ス を 利 用 で き る カ ー ド を い ず れ か １ 枚 に 限 定 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  
第１１条（カードの再発行）  
 当 社 は 、 カ ー ド の 紛 失 ・ 盗 難 ・ 毀 損 ・ 滅 失 等 の 場 合 に は 、 本 会 員 が 当 社 所 定 の方 法 で 届 け 出
を 行 い 、 当 社 が 適 当 と 認 め た 場 合 に 限 り 、 カ ー ド を 再 発 行 し ま す 。 こ の 場 合 、 本 会 員 は 、 当 社
所 定 の カ ー ド 再 発 行 手 数 料 を 支 払 う も の と し ま す 。  
第１２条（紛失・盗難・偽造）  
１．カ ー ド も し く は カ ー ド 情 報 ま た は チ ケ ッ ト 等 が 紛 失 ・ 盗 難 ・ 詐 取 ・ 横 領 等 （ 以 下 ま と め て
「 紛 失 ・ 盗 難 」 と い う ） に よ り 他 人 に 不 正 利 用 さ れ た 場 合 、 本 会 員 は 、 そ の カ ー ド ま た は カ ー
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ド 情 報 の 利 用 に よ り 発 生 す る す べ ての 債 務 に つ い て 支 払 い の 責 を 負 う も の と し ま す 。  
２．会 員 は 、 カ ー ド も し く は カ ー ド 情 報 ま た は チ ケ ッ ト 等 が 紛 失 ・ 盗 難 に あ っ た 場 合 、 速 や か
に そ の 旨 を 当 社 に 通 知 し 、 最 寄 警 察 署 に 届 出 る も の と し ま す 。 当 社 へ の 通 知 は 、 改 め て 文 書 で
届 出 て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。  
３．偽 造 カ ー ド の 使 用 に 係 る 債 務 に つ い て は 、 本 会 員 は 支 払 い の 責 を 負 わ な い も の と し ま す 。
こ の 場 合 、 会 員 は 被 害 状 況 等 の 調 査 に 協 力 す る も の と し ま す 。  
４．前 項 に か か わ ら ず 、 偽 造 カ ー ド の 作 出 ま た は 使 用 に つ い て 会 員 に 故 意 ま た は 過 失 が あ る と
き は 、 そ の 偽 造 カ ー ド の 使 用 に 係 る 債 務 に つ い て 本 会 員 が 支 払 い の 責 を 負 う も の と し ま す 。  
５．当 社 は 、 カ ー ド が 第 三 者 に よ っ て 拾 得 さ れ る 等 当 社 が 認 識 し た 事 由 に 起 因 し て 不 正 使 用 の
可 能 性 が あ る と 判 断 し た 場 合 、 当 社 の 任 意 の 判 断 で カ ー ド を 無 効 登 録 で き る も の と し 、 会 員 は
予 め こ れ を 承 諾 す る も の と し ま す 。  
第１３条（会員保障制度）  
１．前 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 社 は 、 会 員 が 紛 失 ・ 盗 難 に よ り 他 人 に カ ー ド も し くは
カ ー ド 情 報 ま た は チ ケ ッ ト 等 を 不 正 利 用 さ れ た 場 合 で あ っ て 、 前 条 第 ２ 項 に 従 い 警 察 お よ び 当
社 へ の 届 出 が な さ れ た と き は 、 こ れ に よ っ て 本 会 員 が 被 る カ ー ド ま た は チ ケ ッ ト等 の 不 正 利 用
に よ る 損 害 を て ん 補 し ま す 。  
２．保 障 期 間 は 、 入 会 日 か ら １ 年 間 と し 毎 年 自 動 的 に 継 続 さ れ る も の と し ま す 。  
３．次 の 場 合 は 、 当 社 は て ん 補 の 責 を 負 い ま せ ん 。な お 、 本 項 に お い て 会 員 の 故 意 過 失 を 明 示
的 に 記 載 し て い る も の を 除 き 、 会 員 の 故 意 過 失 は 問 わ な い も の と し ま す 。  
① 会 員 の 故 意 ま た は 重 大 な 過 失 に 起 因 す る 損 害  
② 損 害 の 発 生 が 保 障 期 間 外 の 場 合  
③ 会 員 の 家 族 ・ 同 居 人 ・ 当 社 か ら 送 付 し た カ ー ド ま た は チ ケ ッ ト等 の 受 領 の 代 理 人 に よ る 不 正
利 用 に 起 因 す る 場 合  
④ 会 員 が 本 条 第 ４ 項 の 義 務 を 怠 っ た 場 合  
⑤ 紛 失 ・ 盗 難 ま た は 被 害 状 況 の 届 け が 虚 偽 で あ っ た 場 合  
⑥ カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ 、 お よ び 海 外 キ ャ ッ シュ サ ー ビ ス 取 引 等 の う ち 暗 証
番 号 の 入 力 を 伴 う 取 引 に つ い て の 損 害 （ た だ し 、 当 社 に 登 録 さ れ て い る 暗 証 番 号 の 管 理 に つ い
て 、 会 員 に 故 意 ま た は 過 失 が な い と 当 社 が 認 め た 場 合 は こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。）  
⑦ 会 員 が 複 数 回 に 亘 り 類 似 の 紛 失 ・ 盗 難 等 の 被 害 に 遭 い 、 当 該 被 害 が 会 員 の 過 失 に 起 因 す る 場
合  
⑧ 前 条 第 ２ 項 の 紛 失 ・ 盗 難 の 通 知 を 当 社 が 受 領 し た 日 の ６ １ 日 以 前 に 生 じ た 損 害  
⑨ 戦 争 ・ 地 震 等 に よ る 著 し い 秩 序 の 混 乱 中 に 生 じ た 紛 失 ・ 盗 難 に 起 因 す る 損 害  
⑩ そ の 他 本 規 約 に 違 反 す る 使 用 に 起 因 す る 損 害  
４．本 会 員 は 、 損 害 の て ん 補 を 請 求 す る 場 合 に お い て 、 当 社 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 は 、損 害 の
発 生 を 知 っ た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 当 社 が 損 害 の て ん 補 に 必 要 と 認 め る 書 類 を 当 社 に 提 出 す る と
共 に 、 会 員 は 被 害 状 況 等 の 調 査 に 協 力 す る も の と し ま す 。  
５．会 員 は 、 本 条 第 １ 項 の 紛 失 ・ 盗 難 に 関 し て 警 察 署 そ の 他 か ら 連 絡 を 受 け た と き は 、 そ の 旨
を 直 ち に 当 社 に 通 知 し 、 当 社 と 協 力 し て 損 害 の 発 生 の 防 止 に 努 め る も の と し ま す 。  
６．本 会 員 は 、 当 社 か ら 損 害 の て ん 補 を 受 け る 場 合 に は 、 当 該 て ん 補 の 対 象 で あ る 不 正 利 用 に
起 因 し て 本 会 員 が 保 有 す る 一 切 の 権 利 を て ん 補 を 受 け た 金 額 の 限 度 で 当 社 に 移 転 し 、 移 転 に 必
要 な 手 続 き も 履 行 す る も の と し ま す 。 ま た 、 本 会 員 は 、 当 該 て ん 補 を 受 け た 後 、 当 該 て ん 補 の
対 象 で あ る 不 正 利 用 に 関 し て 、 名 目 を 問 わ ず 第 三 者 か ら 金 員 を 受 領 し た 場 合 は 、 当 該 金 員 を 当
社 に 支 払 う も の と し ま す 。  
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７．会 員 は 、 前 条 第 ２ 項 に 従 っ て 当 社 に 対 し て 通 知 し ま た は 届 け 出 た 事 項 、 お よ び 第 ４ 項 の 書
類 に 記 載 し た 事 項 を 、 当 社 が 必 要 に 応 じ て 、 当 社 が 契 約 す る 損 害 保 険 会 社 に 提 供 す る こ と を 予
め 承 諾 す る も の と し ま す 。  
第１４条（カード利用の一時停止等）  
１．当 社 は 、 カ ー ド 発 行 後 、 決 済 口 座 の 設 定 手 続 が 完 了 す る ま で の 間 、 カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ の  
リ ボ ル ビ ン グ 払 い 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ 、 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 利 用 を 停 止 す る こ と が で き
る も の と し ま す 。  
２．当 社 は 、 会 員 が 利 用 枠 を 超 え た 利 用 を し た 場 合 も し く 利 用 を し よ う と し た 場 合 、 利 用 枠 以
内 で あ っ て も 短 時 間 に 換 金 性 商 品 を 連 続 し て 購 入 す る 等 カ ー ド の 利 用 状 況 が 不 審 な 場 合 、 ま た
は 延 滞 が 発 生 す る 等 の カ ー ド 利 用 に 係 る 債 務 の 支 払 状 況 等 の 事 情 に よ っ て は 、 カ ー ド シ ョ ッ ピ
ン グ 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ 、 お よ び 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 全 部 ま た は 一 部 の 利 用 を 一 時 的 に
お 断 り す る こ と が あ り ま す 。  
３．当 社 は カ ー ド ま た はカ ー ド 情 報 の 第 三 者 に よ る 不 正 使 用 の 可 能 性 が あ る と 当 社 が 判 断 し た
場 合 、 会 員 へ の 事 前 通 知 な し に 、 カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ 、 お よび 海 外 キ ャ ッ
シ ュ サ ー ビ ス の 全 部も し く 一 部 の 利 用 を 保 留 ま た は お 断 り す る こ と が あ り ま す 。  
４．当 社 は 、 会 員 が 本 規 約 に 違 反 し た 場 合 も し く は 違 反 す る お そ れ が あ る 場 合 ま た は カ ー ド の
利 用 状 況 に 不 審 が あ る 場 合 に は 、 カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ 、 お よ び 海 外 キ ャ ッ
シ ュ サ ー ビ ス の 全 部 も し く は 一 部 の 利 用 を 一 時 的 に 停 止 す る こ と ま た は 加 盟 店 や 現 金 自 動 預 払
機 （ 以 下 「 Ａ Ｔ Ｍ 等 」 と い う ） 等 を 通 じ て カ ー ド の 回 収 を 行 う こ と が で き ま す 。 加 盟 店 か ら カ
ー ド 回 収 の 要 請 が あ っ た と き は 、 会 員 は 異 議 な く こ れ に 応 ず る も の と し ま す 。  
５．当 社 は 、本 会 員 の 信 用 状 況 等 に 応 じ て 、審 査 の う え 必 要 と 認 め た 場 合 、キ ャ ッ シ ン グ リ ボ 、
海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 利 用 を 停 止 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  
６．当 社 は 、 貸 金 業 法 に 基 づ き 、 会 員 に 源 泉 徴 収 票 、 確 定 申 告 書 そ の 他 の 資 力 を 明 ら か に す る
書 面 の 提 出 を 求 め る と と も に 、 勤 務 先 や 収 入 等 の 確 認 を 求 め る こ と が で き る も の と し ま す 。 ま
た 、 当 社 所 定 の 期 間 内 に 所 定 の 方 法 に よ る 確 認 が 完 了 し な か っ た 場 合 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ 、 海
外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 利 用 を 停 止 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  
７．当 社 は 、「 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 」に 基 づ き 、当 社 が 必 要 と 認 め た 場 合 に
は 、 会 員 に 当 社 が 指 定 す る 書 面 の 提 出 お よび 当 社 が 指 定 す る 事 項 の 申 告 を 求 め る こ と が で き る
も の と し ま す 。 ま た 同 法 に 関 す る 制 度 の 整 備 が 十 分 に 行 わ れ て い な い と 認 め ら れ る 国 又 は 地 域
に お い て カ ー ド を 利 用 す る 場 合 、 そ の 他 同 法 の 規 制 に 鑑 み て 当 社 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 カ ー
ド の 利 用 を 制 限 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  
８．当 社 は 、 会 員 の 情 報 お よ び 具 体 的 な カ ー ド の 利 用 内 容 等 を 適 切 に 把 握 す る た め 、 提 出 期 限
を 指 定 し て 当 社 所 定 の 本 人 確 認 資 料 や 書 類 等 の 提 出 を 求 め 、 本 人 確 認 や 取 引 目 的 等 の 確 認 を 実
施 す る こ と が あ り 、 会 員 は 、 当 該 本 人 確 認 や 取 引 目 的 等 の 確 認 に 応 じ る も の と し ま す 。  
当 社 は 、 当 該 本 人 確 認 や 取 引 目 的 等 の 確 認 に 際 し 、 提 出 期 限 を 指 定 し て 会 員 に 回 答 を 求 め た 場
合 で 、 会 員 か ら 正 当 な 理 由 な く 指 定 し た 期 限 ま で に 回 答 い た だ け な い 場 合 は 、 カ ー ド の 利 用 を
制 限 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  
９．当 社 は 、 当 社 が 合 併 、 株 式 交 換 、 会 社 分 割 、 事 業 譲 渡 そ の 他 の 組 織 再 編 を 実 施 し あ る い は
実 施 し よ う と す る 場 合 で あ っ て 、 貸 金 業 法 、 割 賦 販 売 法 そ の 他 の 法 令 の 確 実 な 遵 守 の た め カ ー
ド の 利 用 停 止 が 必 要 と 判 断 す る 場 合 に は 、 事 前 に 当 社 が 相 当 と 認 め る 方 法 で 告 知 の 上 、 一 定 期
間 カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ お よ び 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 全 部 ま た は一 部 の
利 用 を 停 止 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  
１０．当 社 は 、 当 社 に お け る 法 令 遵 守 の 観 点 か ら 当 社 が 必 要 と 認 め た 場 合 に は 、 他 の ア カ ウ ン
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ト へ の チ ャ ー ジ （ 送 金 ） 取 引 に つ い て 、 カ ー ド の 利 用 を 制 限 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  
第１５条（付帯サービス等）  
１．会 員 は 、 当 社 ま た は 当 社 の 提 携 会 社 そ の 他 当 社 と 提 携 関 係 に あ る 会 社 そ の 他 の 個 人 ・ 法 人
（ 以 下 「 提 携 会 社 等 」 と い う ） が 提 供 す る カ ー ド 付 帯 サ ー ビ ス お よ び 特 典 （ 以 下 「 付 帯 サ ー ビ
ス 」 と い う ） を 利 用 す る こ と が で き ま す 。 会 員 が 利 用 で き る 付 帯 サ ー ビ ス お よ び そ の 内 容 に つ
い て は 別 途 当 社 か ら 本 会 員 に 対 し 通 知 し ま す 。会 員 は 、 当 社 と 提 携 会 社 等 と の 提 携 関 係 の 終 了
等 に よ っ て 付 帯 サ ー ビ ス が 利 用 で き な く な る 場 合 が あ る こ と を 予 め 承 諾 す る も の と し ま す 。  
２．会 員 は 、 付 帯 サ ー ビ ス の 利 用 等 に 関 す る 規 約 等 が あ る 場 合 に は 、 そ れ に 従 う も の と し 、 付
帯 サ ー ビ ス の 利 用 が で き な い 場 合 が あ る こ と を 予 め 承 諾 す る も の と し ま す 。  
３．会 員 は 、 当 社 が 必 要 と 認 め た 場 合 に は 、 当 社 が 付 帯 サ ー ビ ス お よび そ の 内 容 を 変 更 す る こ
と を 予 め 承 諾 し ま す 。  
４．会 員 は 、 第 ２ ２ 条 に 定 め る 会 員 資 格 の 取 消 を さ れ た 場 合 ま たは 第 ２ ３ 条 に 定 め る 退 会 を し
た 場 合 、 付 帯 サ ー ビ ス （ 会 員 資 格 取 消 前 ま た は 退 会 前 に 取 得 済 の 特 典 を 含 む ） を 利 用 す る 権 利
を 喪 失 す る も の と し ま す 。  
 

第３章   カード利用代金等の決済方法  

第１６条（代金決済口座および決済日）  
１．本 会 員 は 、 当 社 に 支 払 う べ き カ ー ド 利 用 代 金 、 借 入 金 、 手 数 料 、 利 息 お よ び 年 会 費 等 本 規
約 に 基 づ く 一 切 の 債 務 に つ い て 、 本 会 員 が 支 払 い の た め に 指 定 し た 本 会 員 名 義 の預 金 口 座 か ら
の 口 座 振 替 （ 以 下 預 金 口 座 「 決 済 口 座 」 と い う ） に よ り 支 払 う も の と し ま す 。 た だ し 、 本 会 員
が 希 望 し か つ 当 社 が 適 当 と 認 め る 場 合 の み 、 当 社 の 指 定 す る 預 金 口 座 へ の 振 込 等 当 社 が 別 途 指
定 す る 方 法 で 支 払 う も の と し、 本 規 約 に 別 途 定 め る 場 合 を 除 き 、 本 会 員 の 希 望 な く 当 社 が 支 払
い 方 法 を 変 更 す る こ と は な い も の と し ま す 。  
２．当 社 に 支 払 う べ き 債 務 の 支 払 期 日 は 、 毎 月 １ ０ 日 と し ま す 。な お 、 支 払 期 日 の 当 日 が 金 融
機 関 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 と な り ま す 。  
３．当 社 は 、 本 会 員 の 毎 月 の 支 払 い に 係 る ご 利 用 代 金 明 細 情 報 を 支 払 期 日 ま で に 当 社 指 定 の ウ
ェ ブ サ イ ト に 閲 覧 可 能 な 状 態 に お く こ と に よ り 会 員 に 通 知 し ま す （ 但 し 、 法 令 で 別 途 定 め が あ
る 場 合 ま た は 一 部 提 携 カ ー ド に お い て は 、 カ ー ド 利 用 代 金 明 細 書 を 郵 送 に よ る 方 法 で 送 付 し ま
す ）会 員 は Vpass 会 員 規 約 、WEB 明 細 特 約 に 同 意 の 上 、当 社 指 定 の 方 法 に よ り 、ご 利 用 代 金 明
細 情 報 を イ ン タ ー ネ ッ ト 等 で 閲 覧 す る こ と が で き ま す 。 ま た 、 ご 利 用 代 金 明 細 情 報 に つ い て 書
面 に よ る 通 知 を 希 望 す る 本 会 員 は 、 当 社 指 定 の 方 法 に よ り 当 社 へ 申 し 出 る も の と し 、 当 社 が こ
れ を 承 諾 し た 場 合 あ る い は 法 令 上 義 務 づ け ら れ る 場 合 、 当 社 は 本 会 員 の 届 出 住 所 宛 て に 書 面 を
送 付 し ま す 。 当 社 は 、 書 面 に よ る 通 知 を 実 施 す る 場 合 で 、 当 該 通 知 が 当 社 の 義 務 に 属 し な い 場
合 に は 、 本 会 員 に 対 し 、 書 面 に よ る 通 知 に か か る 当 社 所 定 の 手 数 料 を 請 求 す る こ と が で き る も
の と し ま す 。 本 会 員 は 、 ご 利 用 代 金 明 細 情 報 の 内 容 に 異 議 が あ る 場 合 に は 、 ご 利 用 代 金 明 細 情
報 受 領 後 １ ０ 日 以 内 に 当 社 に 対 し 異 議 を 申 出 る も の と し ま す 。 た だ し 、 支 払 い が 書 面 に よ る 通
知 に か か る 手 数 料 ま た は年 会 費 の み の 場 合 は ご利 用 代 金 明 細 情 報 を 通 知 し な い 場 合 が あ り ま す 。 
４．本 会 員 が 当 社 に 支 払 う べ き 債 務 の う ち 第 ３ ８ 条 に 定 め る キ ャ ッ シ ン グ リ ボ お よ び 第 ４ ３ 条
に 定 め る 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 返 済 元 金 に つ い て 本 条 第 １ 項 で 本 会 員 が 指 定 す る 決 済 口 座
か ら の 口 座 振 替 、 引 落 と し の 結 果 を 当 社 が 金 融 機 関 等 か ら 受 領 し 、 当 該 債 務 に 関 し て 支 払 い が
完 了 し た こ と を 確 認 す る ま で は 、 当 社 は 当 該 返 済 元 金 を 第 ９ 条 第 ６ 項 に 定 め る 未 決 済 残 高 か ら
減 算 し な い も の と し ま す 。  
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第１７条（海外利用代金の決済レート等）  
１．決 済 が 外 貨 に よ る 場 合 に お け る カ ー ド 利 用 代 金（ カ ー ド 利 用 が 日 本 国 内 で あ る も の を 含 む ）
は 、 外 貨 額 を Ｖ Ｉ Ｓ Ａ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル サ ー ビ ス ア ソ シ エ ー シ ョ ン （ 以 下 「 国 際 提 携 組 織 」
と い う ） の 決 済 セ ン タ ー に お い て 集 中 決 済 さ れ た 時 点 で の 、 国 際 提 携 組 織 の 指 定 す る レ ー ト に
当 社 が 海 外 取 引 関 係 事 務 処 理 経 費 と し て 所 定 の 費 用を 加 え た レ ー ト で 円 貨 に 換 算 し ま す 。 た だ
し 、 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス に つ い て は 、 海 外 取 引 関 係 事 務 処 理 経 費 を 加 え ま せ ん 。  
２．日 本 国 外 で カ ー ド を 利 用 す る 場 合 、 現 在 ま た は 将 来 適 用 さ れ る 外 国 為 替 お よび 外 国 貿 易 管
理 に 関 す る 諸 法 令 等 に よ り 、 許 可 書 、 証 明 書 そ の 他 の 書 類 を 必 要 と す る 場 合 に は 、 当 社 の 要 求
に 応 じ て こ れ を 提 出 す る も の と し 、 ま た 、 日 本 国 外 で の カ ー ド の 利 用 の 制 限 ま たは 停 止 に 応 じ
て い た だ く こ と が あ り ま す 。  
第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）  
１．決 済 口 座 の 残 高 不 足 等 に よ り 、 支 払 期 日 に 、 当 社 に 支 払 う べ き 債 務 の 口 座 振 替 が で き な い
場 合 に は 、 当 社 は 、 支 払 期 日 以 降 の 任 意 の 日 に お い て 、 そ の 一 部 ま た は 全 部 に つ き こ れ を 行 う
こ と が で き る も の と し ま す 。た だ し 、 当 社 か ら 別 途 指 示 が あ っ た と き は 、 本 会 員 は 、 そ の 指 定
す る 日 時 ・ 場 所 ・ 方 法 で 支 払 う も の と し ま す 。  
２．本 会 員 は 、 前 項 の 支 払 期 日 以 降 の 任 意 の 日 に お い て 、 そ の 一 部 ま た は 全 部 に つ き 当 社 に 支
払 う べ き 債 務 の 口 座 振 替 、 引 落 し に か か る 費 用 （ 以 下 「 再 振 替 等 に か か る 費 用 」 と い う ） を 負
担 す る も の と し ま す 。  
３．再 振 替 等 に か か る 費 用 は 、 法 令 の 範 囲 内 で 当 社 が 別 途 定 め る 額 と し ま す 。  
第１９条（支払金等の充当順序）  
 本 会 員 の 弁 済 し た 金 額 が 本 規 約 お よ び そ の 他 の 契 約 に 基 づ き 当 社 に 対 し て 負 担 す る 一 切 の 債
務 を 完 済 さ せ る に 足 り な い と き は 、 当 社 が 適 当 と 認 め る 順 序 、 方 法 に よ り い ず れ の 債 務 に も 充
当 す る こ と が で き る も の と し ま す 。た だ し 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 支 払 停 止 の 抗 弁 に 係 る 債 務 に
つ い て は 割 賦 販 売 法 第 ３ ０ 条 の ５ の 規 定 に よ る も の と し ま す 。  
第２０条（手数料率、利率の変更）  
 リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 手 数 料 率 、 分 割 払 い の 手 数 料 率 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 利 率 、 海 外 キ ャ ッ
シ ュ サ ー ビ ス の 利 率 お よ び 遅 延 損 害 金 の 利 率 は 、 金 融 情 勢 の 変 化 そ の 他 相 当 の 事 由 が あ る 場 合
に は 、 一 般 に 行 わ れ る 程 度 の も の に 変 更 で き る も の と し ま す 。 こ の 場 合 、 第 ５ 条 の 規 定 に か か
わ ら ず 、 当 社 か ら 手 数 料 率 、 利 率 の 変 更 を 通 知 し た 後 は 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い お よび キ ャ ッ シ ン
グ リ ボ に つ い て は 変 更 後 の 未 決 済 残 高 ま た は 融 資 残 高 に 対 し 、 分 割 払 い お よ び 海 外 キ ャ ッ シ ュ
サ ー ビ ス に つ い て は 変 更 後 の 利 用 分 か ら 、変 更 後 の 手 数 料 率 、利 率 が 適 用 さ れ る も の と し ま す 。  
 

第４章   期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等  

第２１条（期限の利益の喪失）  
１．本 会 員 は 、 次 の い ず れ か の 事 由 に 該 当 し た 場 合 、 本 規 約 に 基 づ く 一 切 の 債 務 に つ い て 当 然
に 期 限 の 利 益 を 失 い 、 直 ち に 債 務 の 全 額 を 支 払 う も の と し ま す 。  
① 仮 差 押 、 差 押 、 競 売 の 申 請 、 ま た は 破 産 も し く は 再 生 手 続 開 始 の 申 立 等 の 法 的 な 債 務 整 理 手
続 の 申 立 が あ っ た と き 。  
② 租 税 公 課 を 滞 納 し て 督 促 を 受 け た と き 、 ま た は 保 全 差 押 が あ っ た と き 。  
③ 自 ら 振 り 出 し た 手 形 、 小 切 手 が 不 渡 り に な っ た と き 、 ま た は 一 般 の 支 払 い を 停 止 し た と き。  
④ リ ボ ル ビ ン グ 払 い 、 分 割 払 い 、 ２ 回 払 い ま た は ボ ー ナ ス 一 括 払 い の 債 務 の 履 行 を 遅 滞 し 、 当
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社 か ら ２ ０ 日 以 上 の 相 当 な 期 間 を 定 め て 書 面 で 支 払 い の 催 告 を さ れ た に も か か わ ら ず 、 そ の 期
間 内 に 支 払 わ な か っ た と き 。  
２．本 会 員 は 、 当 社 に 支 払 う べ き 債 務 の 履 行 を 遅 滞 し た 場 合 お よび 第 ２ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 （た
だ し 、第 ２ ２ 条 第 １ 項 第 6 号・第 7 号・第 8 号 の 事 由 に 基 づ く 場 合 を 除 き ま す ）に よ り 会 員 資
格 を 取 消 さ れ た 場 合 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い 、 分 割 払 い 、 ２ 回 払 い お よ び ボ ー ナ ス 一 括 払 い に 係 る
債 務 を 除 く 債 務 に つ い て 当 然 に 期 限 の 利 益 を 失 い 、 直 ち に 当 該 債 務 の 全 額 を 支 払 う も の と し ま
す 。  
３．本 会 員 は 、 次 の い ず れ か の 事 由 に 該 当 し た 場 合 、 当 社 の 請 求 に よ り 、 本 規 約 に 基 づ く 一 切
の 債 務 に つ い て 期 限 の 利 益 を 失 い 、 直 ち に 債 務 の 全 額 を 支 払 う も の と し ま す 。  
① 当 社 が 所 有 権 留 保 し た 商 品 の 質 入 れ ・ 譲 渡 ・ 賃 貸 そ の 他 の 処 分 を 行 っ た と き 。  
② 本 規 約 上 の 義 務 に 違 反 し 、 そ の 違 反 が 本 規 約 の 重 大 な 違 反 と な る と き 。  
③ 本 会 員 の 信 用 状 態 が 悪 化 し た と き。  
４．本 会 員 は 、 第 ２ ２ 条 第 １ 項 第 ７号 ま た は 第 ８ 号 の 事 由 に 該 当 し た こ と が 判 明 し た 場 合 、 本
規 約 に 基 づ く 一 切 の 債 務 に つ い て 当 然 に 期 限 の 利 益 を 失 い 、 直 ち に 債 務 の 全 額 を 支 払 う も の と
し ま す 。  
５．本 会 員 は 、 前 ４ 項 の 債 務 を 支 払 う 場 合 に は 、 当 社 へ 持 参 若 し く は 送 金 し て 支 払 う も の と し
ま す 。た だ し 、当 社 が 適 当 ま た は 必 要 と 認 め た 場 合 は 、第 １ ８ 条 第 1 項 の た だ し 書 の 定 め に よ
り 支 払 う も の と し ま す 。  
６．本 条 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 の 定 め に か か わ ら ず 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ 、 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス
の 期 限 の 利 益 の 喪 失 は 、 利 息 制 限 法 第 １ 条 に 規 定 す る 利 率 を 超 え な い 範 囲 に お い て の み 効 力 を
有 す る も の と し ま す 。  
第２２条（会員資格の取消）  
１．当 社 は 、 会 員 が 次 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 、 そ の 他 当 社 に お い て 会 員 と し て 不 適 格 と 認
め た 場 合 は 、 通 知 ・ 催 告 等 を せ ず に 会 員 資 格 を 取 消 す こ と が で き る も の と し ま す 。  
① カ ー ド 、 ロ ー ン 等 の 申 込 に 際 し 、 氏 名 、 住 所 、 勤 務 先 、 年 収 、 家 族 構 成 等 、 会 員 の 特 定 、 信
用 状 況 の 判 断 に 係 る 事 実 に つ い て 虚 偽 の 申 告 を し た 場 合  
② 本 規 約 の い ず れ か に 違 反 し た 場 合  
③ 当 社 に 対 す る カ ー ド 利 用 に 係 る 債 務 の 履 行 を 怠 っ た 場 合  
④ 換 金 を 目 的 と し た 商 品 購 入 の 疑 い 等 、 会 員 の カ ー ド の 利 用 状 況 が 不 適 当 ま た は 不 審 が あ る と
当 社 が 判 断 し た 場 合  
⑤ カ ー ド 発 行 後 ２ ヵ 月 以 内 に 決 済 口 座 の 設 定 手 続 が 完 了 し な い 場 合  
⑥ 会 員 が 死 亡 し た 場 合 ま た は 会 員 の 親 族 等 か ら 会 員 が 死 亡 し た 旨 の 連 絡 が あ っ た 場 合  
⑦ 会 員 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 員 で な く な っ た 時 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者 、 暴 力 団 準 構
成 員 、 暴 力 団 関 係 企 業 、 総 会 屋 等 、 社 会 運 動 等 標 ぼ う ゴ ロ ま た は 特 殊 知 能 暴 力 集 団 等 、テ ロ リ
ス ト 等 、 日 本 政 府 ま た は 外 国 政 府 が 経 済 制 裁 ・ 資 産 凍 結 等 の 対 象 と し て 指 定 す る 者 、 そ の 他 こ
れ ら に 準 ず る 者 （ 以 下 こ れ ら を 「 暴 力 団 員 等 」 と い う ） に 該 当 し た 場 合 、 ま た は 次 の (イ )か ら
(ロ )の い ず れ か に 該 当 し た 場 合  

(イ )自 己 、 自 社 も し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 ま た は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を
も っ て す る な ど 、 不 当 に 暴 力 団 員 等 を 利 用 し て い る と 認 め ら れ る 関 係 を 有 す る こ と  

(ロ )暴 力 団 員 等 に 対 し て 資 金 等 を 提 供 し 、 ま た は 便 宜 を 供 与 す る な ど の 関 与 を し て い る と 認
め ら れ る 関 係 を 有 す る こ と  

⑧ 会 員 が 、 自 ら ま た は 第 三 者 を 利 用 し て 、 次 の (イ )か ら (ホ )ま で の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を
し た 場 合  
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(イ )  暴 力 的 な 要 求 行 為  (ロ )法 的 な 責 任 を 超 え た 不 当 な 要 求 行 為  (ハ )取 引 に 関 し て 、 脅 迫 的
な 言 動 を し 、ま た は 暴 力 を 用 い る 行 為  (ニ )風 説 を 流 布 し 、偽 計 も し く は 威 力 を 用 い て 当 社 の
信 用 を 毀 損 し 、ま た は 、当 社 の 業 務 を 妨 害 す る 行 為  (ホ )そ の 他 前 記 (イ )か ら (ニ )に 準 ず る 行
為  

⑨ 当 社 ま た は 当 社 の 委 託 先 ・ 派 遣 元 等 の 従 業 員 に 対 し て 次 の （ イ ） か ら （ ホ ） に 掲 げ る 行 為 そ
の 他 当 該 従 業 員 の 安 全 や 精 神 衛 生 等 を 害 す る お そ れ の あ る 行 為 を し た 場 合 （ 第 三 者 を 利 用 し て
行 っ た 場 合 を 含 む ）  

（ イ ） 暴 力 、 威 嚇 、 脅 迫 、 強 要 等 （ ロ ） 暴 言 、 性 的 な 言 動 、 誹 謗 中 傷 、 ス ト ー カ ー 行 為 そ の
他 人 格 を 攻 撃 す る 言 動（ ハ ）人 種 、民 族 、門 地 、職 業 そ の 他 の 事 項 に 関 す る 差 別 的 言 動（ ニ ）
長 時 間 に わ た る 拘 束 、 執 拗 な 問 い 合 わ せ （ ホ ） 金 品 の 要 求 、 特 別 対 応 の 要 求 、 実 現 不 可 能 な
要 求 、 そ の 他 内 容 も し く は 態 様 が 社 会 通 念 に 照 ら し て 著 し く 不 相 当 と 認 め ら れ る 要 求 等  

⑩ 会 員 に 対 し 第 ４ 条 第 ５ 項 ま た は 第 １ ４ 条 第 ７項 ま た は 第 ８ 項 の 調 査 等 が 完 了 し な い 場 合 や調
査 の 結 果 当 社 が 会 員 と し て 不 適 格 と 判 断 し た 場 合 や会 員 が こ れ ら の 調 査 等 に 対 し 虚 偽 の 回 答 を
し た 場 合  
⑪ 会 員 が 、 本 会 員 と し て 当 社 か ら 複 数 の カ ー ド を 貸 与 さ れ て い る 場 合 、 他 の カ ー ド に つ い て 上
記 ① か ら ⑩ に 記 載 し た 事 項 の い ず れ か に 該 当 す る 事 由 が 生 じ た と き  
２．本 会 員 の 信 用 状 態 が 悪 化 し た と 認 め ら れ る と き も 前 項 に 準 ず る も の と し ま す 。  
３．当 社 は 、 会 員 が 本 条 第 １ 項 第 ７ 号 ま た は 第 ８ 号 の 事 由 に 該 当 し た 場 合 、 会 員 の 保 有 す る 当
社 が 発 行 す る 全 て の カ ー ド に つ い て 通 知 ・ 催 告 等 を せ ず に 会 員 資 格 を 取 消 す こ と が で き る も の
と し 、 当 社 と 会 員 と の そ の 他 の 契 約 に つ い て も 通 知 ・ 催 告 等 を せ ず に 解 除 す る こ と が で き る も
の と し ま す 。  
４．会 員 資 格 を 取 消 さ れ た と き は 、当 社 が 必 要 と 認 め た 場 合 に は 、 本 会 員 は 速 や か に カ ー ドお
よ び チ ケ ッ ト 等 当 社 か ら 貸 与 さ れ た 物 品 を 当 社 に 返 還 す る も の と し ま す 。ま た 、 会 員 資 格 を 取
消 さ れ た 場 合 、 会 員 は 当 社 に 対 す る 会 員 資 格 に 基 づ く 権 利 を 喪 失 す る も の と し ま す 。  
５．当 社 は 、 会 員 資 格 の 取 消 を 行 な っ た 場 合 、 カ ー ド お よび チ ケ ッ ト 等 の 無 効 通 知 な ら び に 無
効 登 録 を 行 い 、 加 盟 店 等 を 通 じ て こ れ ら の 返 還 を 求 め る こ と が で き る も の と し ま す 。 会 員 は 、
加 盟 店 等 か ら こ れ ら の 返 還 を 求 め ら れ た と き は 、 直 ち に 当 該 加 盟 店 等 を 通 じ て 当 社 に 返 還 す る
も の と し ま す 。  
６．本 会 員 は 、 会 員 資 格 の 取 消 後 に お い て も 、 カ ー ド を 利 用 し ま た は 利 用 さ れ た と き （ 会 員 番
号 の 使 用 を 含 む ） は 当 該 使 用 に よ っ て 生 じ た カ ー ド 利 用 に 係 る 全 て の 債 務 に つ い て 支 払 い の 責
を 負 う も の と し ま す 。  
第２３条（退会）  
１．本 会 員 が 退 会 を す る 場 合 は 、 当 社 の 指 定 す る 金 融 機 関も し く は 当 社 に 所 定 の 届 出 用 紙 を 提
出 す る 方 法 ま た は 電 話 に よ り 当 社 に 届 出 を 行 う 方 法 等 の 当 社 所 定 の 方 法 に よ り 届 出 る も の と し
ま す 。 こ の 場 合 、 当 社 が 必 要 と 認 め た 場 合 に は 、 本 会 員 、 家 族 会 員 全 員 の カ ー ド お よ び 貸 与 さ
れ た チ ケ ッ ト 等 を 当 社 に 返 却 す る も の と し ま す 。 ま た 、 債 務 全 額 を 弁 済 し て い た だ く こ と も あ
り ま す 。  
２．本 会 員 は 、 退 会 す る 場 合 に は 、 当 社 が 請 求 し た と き に は 、 一 括 し て 債 務 を 支 払 う も の と し
ま す 。 ま た 、 退 会 後 に お い て も 、 カ ー ド を 利 用 し ま た は 会 員 番 号 を 使 用 し て 生 じ た カ ー ド 利 用
に 係 る 全 て の 債 務 に つ い て 支 払 い の 責 を 負 う も の と し ま す 。  
３．家 族 会 員 の み が 退 会 を す る 場 合 も 、 本 条 第 １ 項 に 定 め る 方 法 に よ り 届 出 る も の と し ま す 。
こ の 場 合 、 当 社 が 必 要 と 認 め た 場 合 に は 、 退 会 す る 家 族 会 員 の カ ー ド お よび 貸 与 さ れ た チ ケ ッ
ト 等 を 当 社 に 返 却 す る も の と し ま す 。  
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第２４条（費用の負担）  
会 員 は 、 金 融 機 関 等 に て 振 込 に よ り 支 払 う 場 合 の 金 融 機 関 等 所 定 の 振 込 手 数 料 その 他 本 規 約

に 基 づ く 債 務 の 支 払 い に 際 し て 発 生 す る 各 種 取 扱 手 数 料 （ た だ し 、 当 社 が 受 領 す る も の は 除 き
ま す ）、本 規 約 に 基 づ く 費 用・手 数 料 等 に 課 さ れ る 消 費 税 そ の 他 公 租 公 課 を 負 担 す る も の と し ま
す 。  
第２５条（合意管轄裁判所）  
 会 員 と 当 社 と の 間 で 訴 訟 の 必 要 が 生 じ た 場 合 、 訴 額 の い か ん に か か わ ら ず 、 会 員 の 住 所 地 、
商 品 等 の 購 入 地 お よび 当 社 の 本 社 ・ 支 店 ・ 営 業 所 所 在 地 を 管 轄 す る 簡 易 裁 判 所 ・ 地 方 裁 判 所 を
合 意 管 轄 裁 判 所 と し ま す 。  
第２６条（準拠法）  
 会 員 と 当 社 と の 諸 契 約 に 関 す る 準 拠 法 は 、 す べ て 日 本 法 と し ま す 。  
。  
 

第２部  カードによる取引と利用代金の支払  

第１章   カードによるショッピング  

第２７条（カードショッピング）  
１．利 用 可 能 な 加 盟 店  
 会 員 は 、 次 の 加 盟 店 に お い て カ ー ド を 利 用 す る こ と が で き ま す 。 た だ し 、 会 員 は 、 加 盟 店 に
お け る カ ー ド 利 用 に 際 し 、 会 員 番 号 そ の 他 個 人 情 報 の 窃 取 ・ 悪 用 ・ 売 上 伝 票 等 の 偽 造 ・ 変 造 等
の 危 険 に つ い て 充 分 に 注 意 す る も の と し ま す 。  
① 当 社 の 加 盟 店  
② 当 社 と 提 携 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社（ 以 下「 提 携 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 」と い う ）の 加 盟 店  
③ Ｖ Ｉ Ｓ Ａ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル サ ー ビ ス ア ソ シ エ ー シ ョ ン と 提 携 し た 銀 行 ・ ク レ ジ ッ ト カ ー ド
会 社 （ 以 下 「 海 外 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 」 と い う ） の 加 盟 店  
２．加 盟 店 の 店 頭 で の 利 用 手 続 き  
 商 品 の 購 入 そ の 他 の 取 引 を 行 う に 際 し 、 加 盟 店 に カ ー ド を 提 示 し て 所 定 の 売 上 票 に 署 名 す る
こ と に よ り 、当 該 取 引 に よ っ て 会 員 が 負 担 し た 債 務 の 決 済 手 段 と す る こ と が で き ま す 。た だ し 、
売 上 票 の 署 名 が カ ー ド 裏 面 の 署 名 と 同 一 の も の と 認 め ら れ な い 場 合 に は カ ー ド の 利 用 が で き な
い こ と が あ り ま す（ カ ー ド に 署 名 欄 が あ る 場 合 に 限り ま す ）。な お 、当 社 が 適 当 と 認 め た 加 盟 店
に お い て は 、 売 上 票 へ の 署 名 を 省 略 す る こ と 、署 名 に 代 え て も し く は 署 名 と と も に 暗 証 番 号 を
店 頭 端 末 機 へ 入 力 す る こ と 、 ま た は Ｉ Ｃ チ ッ プ を 端 末 機 等 に か ざ し て ご 利 用 さ れ る 場 合 （ 非 接
触 Ｉ Ｃ で の ご 利 用 の 場 合 。 以 下 本 条 に お い て 同 じ ） に は 、 ご 利 用 の 金 額 に 応 じ サ イ ン レ ス も し
く は 売 上 票 へ の 署 名 を す る こ と 等 当 社 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ っ て 取 引 を 行 う 場 合 が あ り ま す 。 
３．郵 便 ・ フ ァ ッ ク ス ・ 電 話 に よ る 取 引 の 際 の 利 用 手 続 き  
 郵 便 ・ フ ァ ッ ク ス ・ 電 話 等 に よ っ て 取 引 を 行 う こ と を 当 社 ま たは 他 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社
が 予 め 承 認 し て い る 加 盟 店 と 取 引 を 行 う 場 合 、 カ ー ド の 提 示 に 代 え て 、 取 引 の 申 込 み 文 書 に 会
員 番 号 、 会 員 の 氏 名 、 届 出 住 所 等 を 記 入 す る こ と 、ま た は 電 話 で 加 盟 店 に 対 し て 上 記 の 事 項 を
告 知 す る こ と に よ り 、当 該 取 引 に よ っ て 会 員 が 負 担 し た 債 務 の 決 済 手 段 と す る こ と が で き ま す 。 
４．オ ン ラ イ ン 取 引 の 際 の 利 用 手 続 き  
 コ ン ピ ュ ー タ 通 信 ・ イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の オ ン ラ イ ン に よ っ て 取 引 を 行 う こ と を 当 社 ま た は 他
の ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 予 め 承 認 し て い る 加 盟 店 と 取 引 を 行 う 場 合 、カ ー ド の 提 示 に 代 え て 、
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会 員 番 号 、 会 員 の 氏 名 、 届 出 住 所 等 の 個 人 情 報 を オ ン ラ イ ン に よ っ て 加 盟 店 に 送 付 す る こ と に
よ り 、 当 該 取 引 に よ っ て 会 員 が 負 担 し た 債 務 の 決 済 手 段 と す る こ と が で き ま す 。  
５．Ｉ Ｃ カ ー ド の 利 用 手 続 き  
 カ ー ド の 種 類 が Ｉ Ｃ ク レ ジ ッ ト カ ー ド （ Ｉ Ｃ チ ッ プ を 搭 載 し た ク レ ジ ッ ト カ ー ド ） の 場 合 に
は 、 当 社 が 指 定 す る 加 盟 店 に お い て は 、 売 上 票 へ の 署 名 に 代 え て 、 会 員 自 身 が 暗 証 番 号 を 端 末
機 等 へ 入 力 す る も の と し ま す 。 な お Ｉ Ｃ チ ッ プ を 端 末 機 等 に か ざ し て ご 利 用 さ れ る 場 合 に は 、
当 社 が 指 定 す る 加 盟 店 に お い て は 、 ご 利 用 の 金 額 に 応 じ サ イ ン レ ス 、 も し く は 売 上 票 へ の 署 名
を す る も の と し ま す 。 た だ し 、 端 末 機 の 故 障 等 の 場 合 ま たは 別 途 当 社 が 適 当 と 認 め る 方 法 を 定
め て い る 場 合 に は 、 他 の 方 法 で カ ー ド を 利 用 し て い た だ く こ と が あ り ま す 。  
６．継 続 的 利 用 代 金 の 支 払 手 段 と し て の 利 用 手 続 き  
 会 員 は 、 当 社 が 適 当 と 認 め た 場 合 に は 、 通 信 サ ー ビ ス 料 金 や そ の 他 継 続 的 に 発 生 す る 各 種 利
用 代 金 の 決 済 手 段 と し て カ ー ド を 利 用 す る こ と が で き ま す 。 こ の 場 合 、 会 員 は 自 ら の 責 任 に お
い て カ ー ド の 会 員 番 号 ・ 有 効 期 限 等 を 事 前 に 加 盟 店 に 登 録 す る も の と し 、 カ ー ド の 更 新 や 種 類
切 替 等 に よ り 登 録 し た 会 員 番 号 ・ 有 効 期 限 等 に 変 更 が 生 じ た と き ま たは 退 会 も し く は 会 員 資 格
の 取 消 等 に よ り カ ー ド が 無 効 に な っ た と き に は 、 登 録 し た 加 盟 店 に 対 し そ の 旨 を 通 知 の う え 決
済 手 段 の 変 更 手 続 を 行 う も の と し ま す 。 本 会 員 は 、 退 会 ・ 会 員 資 格 取 消 後 で あ っ た と し て も 、
カ ー ド を 利 用 し ま た は 会 員 番 号 を 使 用 し て 生 じ た カ ー ド 利 用 に 係 る 債 務 に つ い て 支 払 い の 責 を
負 う も の と し ま す 。 ま た 、 会 員 は 、 当 社 が 必 要 で あ る と 判 断 し た と き に 、 会 員 に 代 わ っ て 当 社
が カ ー ド の 会 員 番 号 ・ 有 効 期 限 等 の 変 更 情 報 お よ び 無 効 情 報 等 を 加 盟 店 （ 加 盟 店 が カ ー ド 決 済
を 可 能 と す る た め 契 約 締 結 す る 当 社 以 外 の 法 人 等 を 経 由 す る 場 合 を 含 み ま す 。） に 対 し 通 知 す
る 場 合 が あ る こ と を 、 予 め 承 諾 す る も の と し ま す 。 な お 、 カ ー ド の 会 員 番 号 ・ 有 効 期 限 等 の 変
更 情 報 に は 、 当 社 か ら 複 数 の カ ー ド を 貸 与 し て い る 場 合 に は 当 社 が 貸 与 し て い る 別 カ ー ド へ の
変 更 を 含 む も の と し ま す 。  
７．カ ー ド の 利 用 に 際 し 、 原 則 、 当 社 の 承 認 を 必 要 と し ま す 。 こ の 場 合 、 会 員 は 、 利 用 す る 取
引 、 購 入 商 品 の 種 類 ま た は 利 用 金 額 等 に よ り 、 当 社 が 直 接 ま た は 提 携 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社も
し く は 海 外 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 を 経 由 し て 加 盟 店 ま た は会 員 自 身 に 対 し カ ー ド の 利 用 状 況 等
に 関 し 照 会 を 行 う こ と を 予 め 承 諾 す る も の と し ま す 。  
第２８条（立替払の承諾等）  
１．会 員 は 、 当 社 に 対 し 、 前 条 に 従 い 、 加 盟 店 等 に お い て カ ー ド を 利 用 し た 場 合 、 当 社 が 加 盟
店 等 に 対 し 立 替 払 を 行 う こ と を 承 諾 し 、 本 規 約 に 基 づ く 契 約 の 締 結 を も っ て 、 当 社 に 対 し 当 該
個 別 の 立 替 払 を 委 託 し て い る も の と み な し ま す 。 会 員 は 、 当 社 が 会 員 か ら の 委 託 に 基 づ き 、 会
員 の 加 盟 店 等 に 対 す る 支 払 い を 代 わ り に 行 う に 際 し 、 カ ー ド 利 用 に よ る 取 引 の 結 果 生 じ た 加 盟
店 等 の 会 員 に 対 す る 債 権 に つ い て 、 以 下 の 各 号 に 承 諾 す る も の と し 、 割 賦 販 売 法 そ の 他 の 法 令
の 定 め に よ り 加 盟 店 等 に 対 す る 抗 弁 を 当 社 に 主 張 で き る 場 合 を 除 い て 、 加 盟 店 等 に 有 す る 抗 弁
（ 同 時 履 行 の 抗 弁 、 相 殺 の 抗 弁 、 取 消 、 解 除 、 無 効 の 抗 弁 を 含 む が こ れ ら に 限 り ま せ ん ） を 放
棄 す る も の と し ま す 。  
① 当 社 が 、 加 盟 店 等 に 対 し 立 替 払 を 行 う こ と を 決 定 し た こ と （ 立 替 払 の 現 実 の 実 行 の 前 後 を 問
わ な い ） に よ り 、 当 社 が 会 員 に 対 し 、 立 替 金 相 当 額 の 債 権 を 取 得 す る こ と 。 こ の 場 合 、 当 該 立
替 払 は 、 当 社 が 適 当 と 認 め る 第 三 者 を 経 由 す る 場 合 が あ る こ と 。  
② 当 社 と 加 盟 店 等 と の 契 約 に 従 い 、 当 該 加 盟 店 等 か ら 当 社 に 債 権 譲 渡 す る 場 合 が あ る こ と 。 こ
の 場 合 、 当 社 が 適 当 と 認 め た 第 三 者 （ 本 号 で は 提 携 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 お よ び 海 外 ク レ ジ ッ
ト カ ー ド 会 社 を 除 く ） を 経 由 す る 場 合 が あ る こ と 。  
③ 提 携 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と 加 盟 店 等 と の 契 約 に 従 い 、 提 携 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 当 該 加
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盟 店 等 に 立 替 払 い し ま た は 当 該 加 盟 店 等 か ら 提 携 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 債 権 譲 渡 し （ こ れ ら
の 場 合 、当 社 が 適 当 と 認 め た 第 三 者 を 経 由 す る 場 合 が あ り ま す ）、当 社 が 当 該 提 携 ク レ ジ ッ ト カ
ー ド 会 社 に 立 替 払 い す る こ と 。  
④ 海 外 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 と 加 盟 店 等 と の 契 約 に 従 い 、 海 外 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 が 当 該 加
盟 店 等 に 立 替 払 い し ま た は 当 該 加 盟 店 等 か ら 海 外 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 に 債 権 譲 渡 し （ こ れ ら
の 場 合 、当 社 が 適 当 と 認 め た 第 三 者 を 経 由 す る 場 合 が あ り ま す ）、当 社 が 当 該 海 外 ク レ ジ ッ ト カ
ー ド 会 社 に 立 替 払 い す る こ と 。  
２．カ ー ド の 利 用 に よ る 取 引 上 の 紛 議 は 会 員 と 加 盟 店 等 と に お い て 解 決 す る も の と し ま す 。 ま
た 、 カ ー ド の 利 用 に よ り 加 盟 店 等 と 取 引 し た 後 に 加 盟 店 等 と の 合 意 に よ っ て こ れ を 取 消 す 場 合
は 、 そ の 代 金 の 精 算 に つ い て は 当 社 所 定 の 方 法 に よ る も の と し ま す 。  
３．会 員 は 、 カ ー ド 利 用 に 係 る 当 社債 権 の 特 定 と 内 容 確 認 の た め 、 カー ド 利 用 に よ り 購 入 し た
商 品 、 サ ー ビ ス 、 通 話 、 そ の 他 の 取 引 の 内 容 お よ び そ れ に 関 す る 情 報 、 通 話 先 電 話 番 号 を 含 む
通 話 明 細 情 報 が 、 加 盟 店 か ら 当 社 に 開 示 さ れ る こ と を 承 諾 す る も の と し ま す 。 た だ し 、 通 話 明
細 情 報 に つ い て は 、 会 員 の 事 前 の 承 諾 を 得 た 場 合 に の み 開 示 さ れ る も の と し ま す 。  
４．会 員 は 、 カ ー ド 利 用 に よ り 購 入 し た 商 品 の 代 金 債 務 を 当 社 に 完 済 す る ま で 、 当 該 商 品 の 所
有 権 が 当 社 に 帰 属 す る こ と を 承 諾 す る も の と し ま す 。  
  

第２章   カード利用代金の支払区分  

第２９条（カード利用代金の支払区分）  
１．カ ー ド 利 用 代 金 の 支 払 区 分 は 、 １ 回 払 い 、 ２ 回 払 い 、 ボ ー ナ ス 一 括 払 い 、 リ ボ ル ビ ン グ 払
い お よ び 分 割 払 い と し 、カ ー ド 利 用 の 際 に 会 員 が 適 用 さ れ る 支 払 区 分 を 指 定 す る も の と し ま す 。
た だ し 、 １ 回 払 い 以 外 の 支 払 区 分 は 、 予 め 当 社 が 適 当 と 認 め た 会 員 が 、 当 社 が 適 当 と 認 め た 加
盟 店 で の み 指 定 で き る も の と し ま す 。  
２．会 員 の 有 効 な 支 払 区 分 の 指 定 が な い 場 合 は 原 則 と し て １ 回 払 い と な り ま す 。  
第３０条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）  
１．１ 回 払 い 、 ２ 回 払 い お よ び ボ ー ナ ス 一 括 払 い の 支 払 期 日 お よび 分 割 支 払 金 の 額 は 次 の 通 り
と な り ま す 。 た だ し 、 事 務 上 の 都 合 に よ り 支 払 期 日 の 開 始 が 遅 れ る こ と が あ り ま す 。  
① １ 回 払 い に つ い て は 、 以 下 に よ っ て 対 象 と な る 利 用 額 の 全 額 に つ き 当 月 の 支 払 期 日 。  
支 払 期 日 が １ ０ 日 の 場 合 に は 、 前 々 月 １ ６ 日 か ら 前 月 １ ５ 日 ま で の 利 用 分 。  
② ２ 回 払 い に つ い て は 、以 下 に よ っ て 対 象 と な る 利 用 額 の 半 額（ 端 数 は 初 回 分 に 算 入 ）に つ き 、
そ れ ぞ れ 当 月 と 翌 月 の 支 払 期 日 。  
支 払 期 日 が １ ０ 日 の 場 合 に は 、 前 々 月 １ ６ 日 か ら 前 月 １ ５ 日 ま で の 利 用 分。  
③ ボ ー ナ ス 一 括 払 い に つ い て は 、 毎 年 １ ２ 月 １ ６ 日 か ら 翌 年 ６ 月 １ ５ 日 ま で の 利用 分 に つ き ８
月 の 支 払 期 日 、７ 月 １ ６ 日 か ら １ １ 月 １ ５ 日 ま で の 利 用 分 に つ き 翌 年 １ 月 の 支 払 期 日 。た だ し 、
上 記 の 期 間 は 加 盟 店 に よ り 若 干 異 な る 場 合 が あ り ま す 。  
２．会 員 は 、 当 社 が 適 当 と 認 め た 場 合 に は 、 別 途 定 め る 方 法 に よ り 、 １ 回 払 い に 係 る 債 務 の 全
部 ま た は 一 部 を 繰 上 げ て 返 済 す る こ と が で き ま す 。 現 在 ご 利 用 可 能 な 繰 上 返 済 の 方 法 お よ び 条
件 は 、 下 記 ＜ 繰 上 返 済 の 可 否 お よ び 方 法 ＞ に 定 め る と お り と し ま す 。  
第３１条（リボルビング払い）  
１．リ ボ ル ビ ン グ 払 い は 、 次 の い ず れ か の 方 法 で 指 定 す る も の と し ま す 。  
① お 店 で リ ボ ： カ ー ド 利 用 の 都 度 、 カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 代 金 の 支 払 区 分 と し て 、 リ ボ ル ビ
ン グ 払 い を 指 定 す る 方 法 。  



- 15 - 

② 海 外 リ ボ ： 海 外 に 所 在 す る 加 盟 店 （ こ れ に 準 ず る も の を 含 む 。 以 下 「 海 外 加 盟 店 」 と い う ）
で の カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 代 金 に つ い て 、 事 前 に 本 会 員 が 申 出 て 当 社 が 適 当 と 認 め た 場 合 に お い
て 、 毎 月 の 締 切 日 時 点 に お け る 当 該 カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 代 金 が 、 本 条 に 基 づ き 本 会 員 が 指
定 し た 支 払 い コ ー ス の 弁 済 金 （ 元 金 定 額 コ ー ス を 指 定 し た と き は 、 支 払 い コ ー ス を 指 定 し た 際
に 指 定 し た 金 額 ） の 範 囲 内 の 場 合 は当 該 利 用 代 金 の 支 払 区 分 を １ 回 払 い 、 当 該 弁 済 金 （ 毎 月 支
払 額 ） を 超 え た 場 合 は 当 該 利 用 代 金 の 支 払 区 分 を リ ボ ル ビ ン グ 払 い に す る 方 法 。  
③ あ と か ら リ ボ：カ ー ド 利 用 の 際 に 1 回 払 い・２ 回 払 い（ １ 回 目 の 支 払 期 日 の 締 切 日 前 ）・ボ ー
ナ ス 一 括 払 い を 指 定 し た カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 代 金 の 支 払 区 分 に つ い て 、 当 社 が 適 当 と 認 め
た 会 員 が 、 当 社 が 定 め る 日 ま で に 支 払 区 分 変 更 の 申 出 を 行 な い 、 当 社 が 適 当 と 認 め た 場 合 に 、
当 該 代 金 （ ２ 回 払 い は 利 用 額 の 全 額 ） の 支 払 区 分 を リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 変 更 す る 方 法 。 そ の 場
合 、手 数 料 計 算 お よ び 弁 済 金 の額 等 に つ い て は 、１ 回 払 い お よ び ２ 回 払 い か ら の 変 更 の 場 合 は 、
カ ー ド 利 用 の 際 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 指 定 が あ っ た も の と し て 取 扱 う も の と し 、 ボ ー ナ ス 一 括
払 い か ら の 変 更 の 場 合 は 、 ボ ー ナ ス 一 括 払 い の 各 支 払 期 日 の 各 締 切 日 に リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 指
定 が あ っ た も の と し ま す 。 な お 、 ボ ー ナ ス 一 括 払 い か ら の 変 更 申 出 が あ っ た 後 で 、 ボ ー ナ ス 一
括 払 い の 支 払 期 日 の 締 切 日 ま で に 会 員 資 格 の 取 消 し が あ っ た 場 合 は 、 支 払 区 分 変 更 の 申 出 は な
か っ た も の と し ま す 。  
２．本 会 員 は 、 会 員 が リ ボ ル ビ ン グ 払 い を 指 定 し た 場 合 に お い て 弁 済 金 （ 毎 月 支 払 額 ） の 支 払
い コ ー ス と し て 元 金 定 額 コ ー ス を 指 定 し た と きは 、５ 千 円 以 上 の 当 社 が 指 定 す る 金 額（ た だ し 、
締 切 日 の 残 高 が 弁 済 金 に 満 た な い と き は そ の 金 額 ） ま た は 当 社 が 適 当 と 認 め た 金 額 に 、 毎 月 の
締 切 日 時 点 の リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 未 決 済 残 高 に 応 じ て 本 条 第 ４ 項 に 定 め る 手 数 料 を 加 算 し て 、
翌 月 の 支 払 期 日 に 支 払 う も の と し ま す 。 ま た 、 本 会 員 が 希 望 し 当 社 が 適 当 と 認 め た 場 合 は 、 ボ
ー ナ ス 支 払 月 に ボ ー ナ ス 増 額 弁 済 金 を 加 算 し た 額 を 支 払 う 方 法 と す る こ と が で き ま す 。 な お 、
当 社 が 定 め る 日 ま で に 当 社 所 定 の 方 法 で 本 会 員 が 希 望 し 当 社 が 適 当 と 認 め た 場 合 は 、弁 済 金（ 毎
月 支 払 額 ） を 増 額 ま た は 減 額 で き る も の と し ま す 。ま た 、 入 会 時 に お い て 、 会 員 は 支 払 い コ ー
ス を 元 金 定 額 コ ー ス と 指 定 し た と み な し ま す 。  
３．本 会 員 は 、 会 員 が リ ボ ル ビ ン グ 払 い を 指 定 し た 場 合 に お い て 、 前 項 以 外 の 支 払 い コ ー ス を
指 定 し た と き は 、 毎 月 の 締 切 日 時 点 に お け る リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 未 決 済 残 高 に 応 じ て 、 次 項 に
定 め る 手 数 料 と 元 金 の 合 計 額 と し て 本 会 員 が 予 め 指 定 し た コ ー ス に よ り 下 表 に 定 め る 弁 済 金
（ 毎 月 支 払 額 。た だし 、締 切 日 の 残 高 と 手 数 料 の 合 計 額 が 弁 済 金 に 満 た な い と き は そ の 合 計 額 ）
を 翌 月 の 支 払 期 日 に 支 払 う も の と し ま す 。 ま た 、 本 会 員 が 希 望 し 当 社 が 適 当 と 認 め た 場 合 は 、
ボ ー ナ ス 支 払 月 に ボ ー ナ ス 増 額 弁 済 金 を 加 算 し た 額 を 支 払 う 方 法ま た は 下 表 と は 異 な る 金 額 区
分 に す る こ と が で き ま す 。  

毎 月 の 締 切 日 時 点 で の 残 高  
翌 月 の 弁 済 金  

長 期 コ ー ス  標 準 コ ー ス  短 期 コ ー ス  定 額 コ ー ス  
10 万 円 以 下  ５ 千 円  １ 万 円  ２ 万 円  ２ 万 円 (ｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ

会 員 の 場 合 は ３ 万
円 )以 上 １ 万 円 単 位  

10 万 円 を 超 え て 20 万 円 ま で  １ 万 円  ２ 万 円  ４ 万 円  
以 後 残 高 10 万 円 増 加 毎 に  ５ 千 円 増 加  １ 万 円 増 加  ２ 万 円 増 加  

４．毎 月 の 手 数 料 額 は 、 毎 月 の 締 切 日 ま で の 日 々 の リ ボ ル ビ ン グ 払 い 未 決 済 残 高 （ 付 利 単 位 １
０ ０ 円 ） に 対 し 、 当 社 所 定 の 手 数 料 率 に よ り 年 ３ ６ ５ 日 （ 閏 年 は 年 ３ ６ ６ 日 ） で 日 割 計 算 した
金 額 を １ ヵ 月 分 と し 、 翌 月 の 支 払 期 日 に 後 払 い す る も の と し ま す 。 た だ し 、 利 用 日 か ら 起 算 し
て 最 初 に 到 来 す る 締 切 日 ま で の 期 間 は 、 手 数 料 計 算 の 対 象 と し ま せ ん 。 な お 、 あ と か ら リ ボ の
場 合 、 変 更 前 の 各 支 払 区 分 の 最 初 の 支 払 期 日 の 締 切 日 の 翌 日 か ら 手 数 料 計 算 の 対 象 と し ま す 。  
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５．会 員 は 、 別 途 定 め る 方 法 に よ り 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い に 係 る 債 務 の 全 部 ま た は 一 部 を 繰 上 げ
て 返 済 す る こ と が で き ま す 。 現 在 ご 利 用 可 能 な 繰 上 返 済 の 方 法 お よ び 条 件 は 、 下 記 ＜ 繰 上 返 済  
の 可 否 お よ び 方 法 ＞ に 定 め る と お り と し ま す 。  
６．第 ２ ８ 条 第 ２ 項 に 定 め る カ ー ド 利 用 後 の 取 消 し の 場 合 、 取 消 し 日 か ら 起 算 し て 最 初 に 到 来
す る 締 切 日 ま で の 期 間 は 、 取 消 し に 拘 わ ら ず 本 条 第 ４ 項 に 定 め る 手 数 料 が 発 生 し 、 会 員 は こ れ
を 支 払 う も の と し ま す 。  
第３２条（分割払い）  
１．分 割 払 い は 次 の 方 法 で 指 定 す る も の と し ま す 。  
① カ ー ド 利 用 の 都 度 分 割 払 い を 指 定 す る 方 法  
② カ ー ド 利 用 の 際 に １ 回 払 い・２ 回 払 い（ １ 回 目 の 支 払 期 日 の 締 切 日 前 ）・ボ ー ナ ス 一 括 払 い を
指 定 し た カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 代 金 の 支 払 区 分 に つ い て 、 当 社 が 適 当 と 認 め た 本 会 員  
が 、 当 社 が 定 め る 日 ま で に 支 払 区 分 の 変 更 の 申 出 を 行 い 当 社 が 認 め た 場 合 、 当 該 代 金 （ ２ 回 払
い は 利 用 額 の 全 額 ）の 支 払 区 分 を 分 割 払 い に 変 更 す る 方 法 。 そ の 場 合 、 手 数 料 計 算 お よ び 分 割
支 払 額 等 に つ い て は 、 １ 回 払 い ・ ２ 回 払 い か ら の 変 更 の 場 合 は 、 カ ー ド 利 用 の 際 に 分 割 払 い の
指 定 が あ っ た も の と し て 取 扱 う も の と し 、 変 更 前 の 各 支 払 区 分 の 各 締 切 日 を も と に 手 数 料 計 算
の 対 象 と し 、 ボ ー ナ ス 一 括 払 い か ら の 変 更 の 場 合 は 、 ボ ー ナ ス 一 括 払 い の 支 払 期 日 の 各 締 切 日
に 分 割 払 い の 指 定 が あ っ た も の と し ま す 。 な お 、 ボ ー ナ ス 一 括 払 い か ら の 変 更 申 出 が あ っ た 後
で 、 ボ ー ナ ス 一 括 払 い の 支 払 期 日 の 締 切 日 ま で に 会 員 資 格 の 取 消 し が あ っ た 場 合 は 、 支 払 区 分
変 更 の 申 出 は な か っ た も の と し ま す 。  
③ 分 割 払 い の 指 定 を し た 後 、第 1 回 の 支 払 前 で あ れ ば 前 号 の 場 合 に 準 じ て 支 払 回 数 、ボ ー ナ ス
併 用 分 割 払 い へ の 変 更 が で き る も の と し ま す 。  
２．分 割 払 い の 支 払 回 数 、 実 質 年 率 、 分 割 払 手 数 料 は 別 表 の 通 り と し ま す 。 た だし 、 加 盟 店 に
よ り 指 定 で き な い 回 数 が あ り ま す 。 ま た 、 ２ ４ 回 を 超 え る 支 払 回 数 は 当 社 が 適 当 と 認 め た 場 合
の み 指 定 で き ま す 。 な お 、 ボ ー ナ ス 併 用 分 割 払 い の 場 合 、 実 質 年 率 が 別 表 と 異 な る こ と が あ り
ま す 。  
３．分 割 払 い の 支 払 総 額 は 、 利 用 金 額 に 前 項 の 分 割 払 手 数 料 を 加 算 し た 金 額 と し ま す 。 ま た 、
分 割 支 払 額 は 、 支 払 総 額 を 支 払 回 数 で 除 し た 金 額 （ 端 数 は 初 回 算 入 ） と し 、 翌 月 の 支 払 期 日 か
ら 支 払 う も の と し ま す 。  
４．ボ ー ナ ス 併 用 分 割 払 い の ボ ー ナ ス 支 払 月 は １ 月 お よ び８ 月 と し 、 最 初 に 到 来 し た ボ ー ナ ス
支 払 月 か ら 支 払 う も の と し ま す 。 こ の 場 合 、 ボ ー ナ ス 支 払 月 の 加 算 総 額 は １ 回 当 り の 利 用 金 額
の ５ ０ ％ と し 、 ボ ー ナ ス 併 用 回 数 で 均 等 分 割 （ た だし 、 各 ボ ー ナ ス 支 払 月 の 加 算 金 額 は １ ， ０
０ ０ 円 単 位 と し 、 端 数 は 最 初 に 到 来 し た ボ ー ナ ス 支 払 月 に 算 入 ） し 、 そ の 金 額 を 月 々 の 支 払 金
に 加 算 し て 支 払 う も の と し ま す 。 ま た 、 当 社 が 指 定 し た 加 盟 店 に お い て は 、 ボ ー ナ ス 支 払 月 を
夏 期 ６ 月 ・ ７ 月 ・ ８ 月 、 冬 期 １ ２ 月 ・ １ 月 ・ ２ 月 の い ず れ か 、 ボ ー ナ ス 支 払 月 の 加 算 総 額 を １
回 当 り の 利 用 金 額 の ５ ０ ％ 以 内 で 指 定 す る こ と が で き ま す 。  
５．会 員 は 、 別 途 定 め る 方 法 に よ り 、 分 割 払 い に 係 る 債 務 を 一 括 し て 繰 上 げ て 返 済 す る こ と が
で き ま す 。 こ の 場 合 、 本 会 員 が 当 初 の 契 約 の 通 り に カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ の 分 割 支 払 額 の 支 払 い
を 履 行 し 、 か つ 約 定 支 払 期 間 の 中 途 で 残 金 全 額 を 一 括 し て 支 払 っ た と き に は 、 本 会 員 は ７ ８ 分
法 ま た は そ れ に 準 ず る 当 社 所 定 の 計 算 方 法 に よ り 算 出 さ れ た 期 限 未 到 来 の 分 割 払 手 数 料 の う ち
当 社 所 定 の 割 合 に よ る 金 額 の 払 戻 し を 当 社 に 請 求 で き ま す 。 現 在 ご 利 用 可 能 な 繰 上 返 済 の 方 法
お よ び 条 件 は 、 下 記 ＜ 繰 上 返 済 の 可 否 お よ び 方 法 ＞ に 定 め る と お り と し ま す 。  
６．第 ２ ８ 条 第 ２ 項 に 定 め る カ ー ド 利 用 後 の 取 消 し の 場 合 、 取 消 し 日 か ら 起 算 し て 最 初 に 到 来
す る 締 切 日 ま で の 期 間 は 、 取 消 し に 拘 わ ら ず 本 条 第 ２ 項 に 定 め る 手 数 料 が 発 生 し 、 会 員 は こ れ
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を 支 払 う も の と し ま す 。  
第３３条（遅延損害金）  
１．平 成 ２ １ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 よ り 前 の 請 求 に 係 る 債 務 の 遅 延 損 害 金 は 以 下 の 通 り と し ま す 。  
① 本 会 員 は 、 カ ー ド の シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 に 係 る 債 務 の 期 限 の 利 益 を 喪 失 し た と き は 、 当 該 債 務
残 高 （ 付 利 単 位 １ ， ０ ０ ０ 円 ） に 対 し 期 限 の 利 益 喪 失 の 日の 翌 日 か ら 完 済 の 日 ま で 、 年 １ ４ ．
６ ％ を 乗 じ 年 ３ ６ ５ 日 （ 閏 年 は 年 ３ ６ ６ 日 ） で 日 割 計 算 し た 額 の 遅 延 損 害 金 を 支 払 う も の と し
ま す 。 た だ し 分 割 払 い に 係 る 債 務 に つ い て は 分 割 支 払 金 の 合 計 の残 金 金 額 （ 付 利 単 位 １ ， ０ ０
０ 円 ） に 対 し 期 限 の 利 益 喪 失 の 日 の 翌 日 か ら 完 済 の 日 ま で 、 商 事 法 定 利 率（ ２ ０ ２ ０ 年 ４ 月 １
日 以 降 に 期 限 の 利 益 を 喪 失 し た 場 合 は 民 法 の 定 め る 法 定 利 率 ） を 乗 じ 年 ３ ６ ５ 日 （ 閏 年 は 年 ３
６ ６ 日 ） で 日 割 計 算 し た 額 の 遅 延 損 害 金 を支 払 う も の と し ま す 。  
② 前 ① の 場 合 を 除 き 、 本 会 員は 、 カ ー ド の シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 に 係 る 債 務 の 支 払 金の 支 払 い を 遅
延 し た と き は 、当 該 支 払 金（ 付 利 単 位 １ ，０ ０ ０ 円 ）に 対 し 支 払 期 日 の 翌 日 か ら 完 済 の 日 ま で 、
年 １ ４ ． ６ ％ を 乗 じ 年 ３ ６ ５ 日 （ 閏 年 は 年 ３ ６ ６ 日 ） で 日 割 計 算 し た 額 の 遅 延 損 害 金 を 支 払 う
も の と し ま す 。 た だ し 、 分 割 払 い の 支 払 い 分 に 対 す る 遅 延 損 害 金 は 、 分 割 支 払 金 の 合 計 の 残 金
金 額 （ 付 利 単 位 １ ， ０ ０ ０ 円 ） に 対 し 商 事 法 定 利 率（ ２ ０ ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に遅 延 し た 場 合
は 民 法 の 定 め る 法 定 利 率 ） を 乗 じ 年 ３ ６ ５ 日 （ 閏 年 は 年 ３ ６ ６ 日 ） で 日 割 計 算 し た 額 を 超 え な
い も の と し ま す 。  
２．平 成 ２ １ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 以 降 の 請 求 に係 る 債 務 の 遅 延 損 害 金 は 以 下 の 通 り と し ま す 。  
① 本 会 員 は 、 カ ー ド の シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 に 係 る 債 務 の 期 限 の 利 益 を 喪 失 し た と き は 、 当 該 債 務
残 高 （ 付 利 単 位 １ ， ０ ０ ０ 円 ） に 対 し 期 限 の 利 益 喪 失 の 日の 翌 日 か ら 完 済 の 日 ま で 、 年 １ ４ ．
６ ％ を 乗 じ 年 ３ ６ ５ 日 （ 閏 年 は 年 ３ ６ ６ 日 ） で 日 割 計 算 し た 額 の 遅 延 損 害 金 を 支 払 う も の と し
ま す 。 た だ し 、 分 割 払 い 、 ２ 回 払 い お よ びボ ー ナ ス 一 括 払 い に 係 る 債 務 に つ い て は 分 割 支 払 金
の 合 計 の 残 金 金 額 （ 付 利 単 位 １ ， ０ ０ ０ 円 ） に 対 し 期 限 の 利 益 喪 失 の 日 の 翌 日 か ら 完 済 の 日 ま
で 、 商 事 法 定 利 率 （ ２ ０ ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 期 限 の 利 益 を 喪 失 し た 場 合 は 民 法 の 定 め る 法 定
利 率 ） を 乗 じ 年 ３ ６ ５ 日 （ 閏 年 は 年 ３ ６ ６ 日 ） で 日 割 計 算 し た 額 の 遅 延 損 害 金 を 支 払 う も の と
し ま す 。  
② 前 ① の 場 合 を 除 き 、 本 会 員は 、 カ ー ド の シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 に 係 る 債 務 の 支 払 金 の 支 払 い を 遅
延 し た と き は 、当 該 支 払 金（ 付 利 単 位 １ ，０ ０ ０ 円 ）に 対 し 支 払 期 日 の 翌 日 か ら 完 済 の 日 ま で 、
年 １ ４ ． ６ ％ を 乗 じ 年 ３ ６ ５ 日 （ 閏 年 は 年 ３ ６ ６ 日 ） で 日 割 計 算 し た 額 の 遅 延 損 害 金 を 支 払 う
も の と し ま す 。 た だ し 、 分 割 払 い 、 ２ 回 払 い お よ び ボ ー ナ ス 一 括 払 い の 支 払 分 に 対 す る遅 延 損
害 金 は 、 分 割 支 払 金 の 合 計 の残 金 金 額 （ 付 利 単 位 １ ， ０ ０ ０ 円 ） に 対 し 商 事 法 定 利 率 （ ２ ０ ２
０ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 遅 延 し た 場 合 は 民 法 の 定 め る 法 定 利 率 ） を 乗 じ 年 ３ ６ ５ 日 （ 閏 年 は 年 ３ ６
６ 日 ） で 日 割 計 算 し た 額 を 超 え な い も の と し ま す 。  
 

第３章   加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い  

第３４条（見本・カタログ等と現物の相違）  
 会 員 が 、日 本 国 内 の 加 盟 店 と 見 本・カ タ ロ グ 等 に よ り 商 品 お よび サ ー ビ ス（ 以 下 総 称 し て「 商
品 等 」 と い う ） の 購 入 を 行 な っ た 場 合 に お い て 、 引 渡 さ れ た 商 品 等 が 見 本 ・ カ タロ グ 等 と 相 違
し て い る と き は 、 会 員 は 加 盟 店 に 商 品 等 の 交 換 請 求 ま た は 当 該 売 買 契 約 の 解 除 を す る こ と が で
き ま す 。  
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第３５条（支払停止の抗弁）  
１．会 員 は 、 リ ボ ル ビ ン グ 払 い 、 分 割 払 い 、 ２ 回 払 い お よび ボ ー ナ ス 一 括 払 い に よ り 購 入 し た
商 品 等 に つ い て 次 の 事 由 が 存 す る と き は 、 当 該 事 由 が 解 消 さ れ る ま で の 間 、 当 社 に 対 し 当 該 事
由 に 係 る 商 品 等 に つ い て 支 払 い を 停 止 す る こ と が で き ま す 。 た だし 、 割 賦 販 売 法 の 規 定 の 適 用
が な い か そ の 適 用 が 除 外 さ れ る 取 引 、 商 品 ・ 権 利 ・ 役 務 に つ い て は こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。  
① 商 品 等 の 引 渡 し 、 提 供 が な さ れ な い こ と。  
② 商 品 等 に 破 損 、 汚 損 、 故 障 、 欠 陥、 そ の 他 の 種 類 又 は 品 質 、 数 量 に 関 し て 契 約 の 内 容 に 適 合
し な い 場 合 が あ る こ と 。  
③ そ の 他 商 品 等 の 販 売 ・ 提 供 に つ い て 、 加 盟 店 に 対 し て 生 じ て い る 事 由 が あ る こ と 。  
２．当 社 は 、 会 員 が 前 項 の 支 払 停 止 を 行 う 旨 を 当 社 に 申 出 た と き は 、 直 ち に 所 定 の 手 続 を と る
も の と し ま す 。  
３．会 員 は 、 前 項 の 申 出 を す る と き は 、 予 め 当 該 事 由 の 解 消 の た め 加 盟 店 と 交 渉 を 行 う よ う 努
め る も の と し ま す 。  
４．会 員 は 、 本 条 第 ２ 項 の 申 出 を し た と き は 、 速 や か に 当 該 事 由 を 記 載 し た 書 面 （ 資 料 が あ る
場 合 は 資 料 を 添 付 し て ） を 当 社 に 提 出 す る よ う 努 め る も の と し ま す 。 ま た 、 会 員 は 、 当 社 が 当
該 事 由 に つ い て 調 査 を す る と き は 、 そ の 調 査 に 協 力 す る も の と し ま す。  
５．本 条 第 １ 項 の 場 合 で あ っ て も 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 支 払 い を 停 止 す る こ と は
で き ま せ ん 。 こ の 場 合 、 カ ー ド の 利 用 に よ る 取 引 上 の 紛 議 は 会 員 と 加 盟 店 と に お い て 解 決 す る
も の と し ま す 。  
① 売 買 契 約 が 会 員 にと っ て 営 業 の た め ま たは 営 業 と し て 締 結 し た も の （ 業 務 提 供 誘 引 販 売 個 人
契 約 ・ 連 鎖 販 売 個 人 契 約に 関 す る も の を 除 く ） で あ る と き。  
② リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 場 合 で 、１ 回 の カ ー ド 利 用 に 係 る 利 用 金 額 が ３ 万 ８ 千 円 に 満 た な い と き。 
③ 分 割 払 い 、 ２ 回 払 い お よ び ボ ー ナ ス 一 括 払 い の 場 合 で 、 １ 回 の カ ー ド 利 用 に 係 る 支 払 総 額 が
４ 万 円 に 満 た な い と き 。  
④ 会 員 が 日 本 国 外 に お い て カ ー ド を 利 用 し た と き 。  
⑤ 第 ６ 条 第 ３ 項 に 違 反 す る な ど 会 員 に よ る 支 払 い の 停 止 が 信 義 に 反 す る と 認 め ら れ る と き 。  
６．会 員 は 、 当 社 が カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 に 係 る 債 務 の 残 高 か ら 本 条 第 １ 項 に よ る 支 払 い の
停 止 額 に 相 当 す る 額 を 控 除 し て 請 求 し た と き は 、 控 除 後 の カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 に 係 る 債 務
の 支 払 い を 継 続 す る も の と し ま す 。  
 
 

第３部  キャッシング条項  

第１章   キャッシングリボ  

第３６条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）  
本 会 員 は 、 自 ら ま た は 家 族 会 員 を 代 理 人 と し て 、 日 本 国 内 に お い て 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ と し

て 別 途 定 め る 方 法 に よ り 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 利 用 枠 の 範 囲 内 で 生 計 費 資 金 と す る こ とを 取 引
を 行 う 目 的 と し て 当 社 か ら 現 金 を 借 り 受 け る こ と が で き ま す 。 た だ し 、 本 会 員 が 個 人 事 業 主 の
場 合 、 生 計 費 資 金 お よ び 事 業 費 資 金 と す る こ と を 取 引 を 行 う 目 的 と し ま す 。 現 在 ご 利 用 可 能 な
方 法 は 、 下 記 ＜ キ ャ ッ シ ン グ リ ボ ・ 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の ご 利 用 方 法 ＞ に 定 め る と お り と
し 、 当 社 の 営 業 時 間 内 で あ っ て も 、 機 械 の故 障 、 停 電 、 そ の 他 当 社 の 責 め に よ ら な い 事 由 に よ
り 、利 用 で き な い こ と が あ る こ と を 承 諾 す る も の と し ま す 。家 族 会 員 が 現 金 を 借 り 入 れ た 場 合 、
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当 該 家 族 会 員 は 本 会 員 の 代 理 人 と し て 現 金 を 借 り 受 け て 受 領 し た も の と み な し ま す 。  
第３７条（キャッシングリボの利率および利息の計算）  
１．キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 利 率 は 、 当 社 所 定 の 割 合 と し ま す 。 現 在 の 利 率 は 、 下 記 ＜ キ ャ ッ シ ン
グ リ ボ ・ 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 返 済 方 法 ・ 回 数 、 利 率 等 ＞ に 定 め る と お り と し ま す 。 た だ
し 、 利 息 制 限 法 に 定 め る 上 限 利 率 を 超 え な い も の と し 、 適 用 さ れ る 利 率 が 利 息 制 限 法 の 適 用 の
結 果 、 同 法 の 上 限 利 率 を 超 え る も の に な る 場 合 に は 、 適 用 利 率 は 利 息 制 限 法 の 上 限 利 率 ま で 当
然 に 下 げ ら れ る も の と し ま す 。 利 息 制 限 法 の 適 用 の 結 果 上 限 利 率 が 当 然 に 下 げ ら れ た 場 合 に お
い て 、 利 息 制 限 法 の 適 用 上 、 同 法 の 上 限 利 率 が 上 昇 す る 場 合 に は 、 こ の 上 限 利 率 お よ び 当 初 の
適 用 利 率 の い ず れ か 低 い 利 率 を 上 限 と し て 利 率 が 変 更 さ れ る こ と が あ り ま す 。  
２．お 持 ち の カ ー ド を 他 の カ ー ド に 切 替 え た と き は 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 利 率 は 、 切 替 後 の カ
ー ド の キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 利 率 が 適 用 さ れ ま す 。  
３．本 会 員 は 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 借 入 金（ 付 利 単 位 １ ０ ０ 円 ） に 対 し 、 借 入 日 の 翌 日 よ り 当
社 所 定 の 利 率 に よ る 利 息 を 支 払 う も の と し ま す 。 た だ し 、 キ ャ ッ シ ン グ も あ と か ら リ ボ の 申 込
を 行 い 、 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 借 入 金 を キ ャ ッ シ ン グ リ ボ へ 変 更 し た 場 合 、 キ ャ ッ シ ン グ
も あ と か ら リ ボ 申 込 日 の 翌 日 か ら キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 利 息 を 支 払 う も の と し ま す 。  
４．毎 月 の 利 息 額 は 、 毎 月 の 締 切 日（ 支 払 期 日 が １ ０ 日 の 場 合 に は 前 月 １ ５ 日 ）ま で の 日 々 の
残 高 に 対 し 年 ３ ６ ５ 日 （ 閏 年 は 年 ３ ６ ６ 日 ） で 日 割 計 算 し た 金 額 を １ ヵ 月 分 と し 、 第 １ ６ 条 に
従 い 当 月 の 支 払 期 日 に 支 払 う も の と し ま す 。  
第３８条（キャッシングリボの借入金の支払い）  
１．キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 返 済 方 法 は 、 毎 月 元 利 定 額 返 済 と し ま す 。 毎 月 の 返 済 額 は 、 利 用 枠 に
応 じ て 、 当 社 が 決 定 し 、 変 更 で き る も の と し ま す 。 た だ し 、 会 員 が 希 望 し 当 社 が 適 当 と 認 め た
場 合 は 、 返 済 額 を 変 更 し 、 ま た は ボ ー ナ ス 月 増 額 返 済 に よ る こ と が で き る も の と し ま す 。  
２．キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 返 済 は 、 返 済 元 金 と 前 条 第 ４ 項 の 経 過 利 息 の 合 計 と し て 当 社 が指 定 し
た 金 額 を 、 第 １ ６ 条 の 定 め に よ り 支 払 う も の と し ま す 。  
３．会 員 は 、 別 途 定 め る 方 法 に よ り 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 借 入 金 の 全 部 ま た は 一 部 を 繰 上 げ て
返 済 す る こ と が で き ま す 。 現 在 ご 利 用 可 能 な 繰 上 返 済 の 方 法 お よ び 条 件 は 、 下 記 ＜ 繰 上 返 済 の  
可 否 お よ び 方 法 ＞ に 定 め る と お り と し ま す 。  
第３９条（遅延損害金）  
１．本 会 員 が 、 キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 支 払 を 遅 滞 し た 場 合 は 支 払 元 金 （ 付 利 単 位 １ ， ０ ０ ０ 円 ）
に 対 し 支 払 期 日 の 翌 日 か ら 完 済 の 日ま で 、 ま た 期 限 の 利 益 喪 失 の 場 合 は 期 限 の 利 益 喪 失 の 日の
翌 日 か ら 完 済 の 日 ま で 、 年 ２ ０ ． ０ ％ を 乗 じ 年 ３ ６ ５ 日 （ 閏 年 は 年 ３ ６ ６ 日 ） で 日 割 計 算 し た
額 の 遅 延 損 害 金 を 支 払 う も の と し ま す 。  
２．前 項 の 取 扱 は 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 場 合 も 同 様 と し ま す 。  
第４０条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）  
１．会 員 は 、 当 社 の 提 携 金 融 機 関 等 が 日 本 国 内 に 設 置 し て い る Ａ Ｔ Ｍ 等 を 利 用 し て キ ャ ッ シ ン
グ リ ボ を 借 り 受 け 、ま た は 臨 時 に 返 済 す る 場 合 、 当 社 所 定 の Ａ Ｔ Ｍ 手 数 料 を 負 担 す る も の と し
ま す 。 そ の 場 合 は 、 第 ３ ７ 条 第 ４ 項 に て 定 め る 毎 月 の 締 切 日 ま で の Ａ Ｔ Ｍ 利 用 に 係 る 手 数 料 に
つ い て 、 当 月 の 支 払 期 日 に 支 払 う も の と し ま す 。  
２．Ａ Ｔ Ｍ 手 数 料 は 、利 用 金 額・返 済 金 額 が １ 万 円 以 下 の 場 合 は１ １ ０ 円（ 含 む 消 費 税 等 ）、利
用 金 額 ・ 返 済 金 額 が １ 万 円 を 超 え る 場 合 は２ ２ ０ 円 （ 含 む 消 費 税 等 ） と し ま す 。 た だ し 、 当 社
が 認 め る 場 合 は 割 引ま た は 無 料 と す る こ と が あ り ま す 。  
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第２章   海外キャッシュサービス  

第４１条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）  

本 会 員 は 、 自 ら ま た は 家 族 会 員 を 代 理 人 と し て 、 日 本 国 外 に お い て 、 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ
ス と し て 別 途 定 め る 方 法 に よ り 、 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 利 用 枠 の 範 囲 内 で 生 計 費 資 金 と す
る こ と を 取 引 を 行 う 目 的 と し て 当 社 か ら 現 金 を 借 り 受 け る こ と が で き ま す 。 た だし 、 本 会 員 が
個 人 事 業 主 の 場 合 、 生 計 費 資 金 お よび 事 業 費 資 金 と す る こ と を 取 引 を 行 う 目 的 と し ま す 。 現 在
ご 利 用 可 能 な 方 法 は 、 下 記 ＜ キ ャ ッ シ ン グ リ ボ ・ 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の ご 利 用 方 法 ＞ に 定
め る と お り と し 、 当 社 の 営 業 時 間 内 で あ っ て も 、 機 械 の 故 障 、 停 電 、 そ の 他 当 社 の 責 め に よ ら
な い 事 由 に よ り 、 利 用 で き な い こ と が あ る こ と を 承 諾 す る も の と し ま す 。家 族 会 員 が 現 金 を 借
り 入 れ た 場 合 、 当 該 家 族 会 員 は 本 会 員 の 代 理 人 と し て 現 金 を 借 り 受 け て 受 領 し た も の と み な し
ま す 。  
第４２条（海外キャッシュサービスの利率および利息の計算）  
１．海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 利 率 は 、 当 社 所 定 の 割 合 と し ま す 。 現 在 の 利 率 は 、 下 記 ＜ キ ャ
ッ シ ン グ リ ボ・海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 返 済 方 法・回 数 、利 率 等 ＞ に 定 め る と お り と し ま す 。
た だ し 、 利 息 制 限 法 に 定 め る 上 限 利 率 を 超 え な い も の と し 、 適 用 さ れ る 利 率 が 利 息 制 限 法 の 適
用 の 結 果 、 同 法 の 上 限 利 率 を 超 え る も の に な る 場 合 に は 、 適 用 利 率 は 利 息 制 限 法 の 上 限 利 率 ま
で 当 然 に 下 げ ら れ る も の と し ま す 。 利 息 制 限 法 の 適 用 の 結 果 上 限 利 率 が 当 然 に 下 げ ら れ た 場 合
に お い て 、 利 息 制 限 法 の 適 用 上 、 同 法 の 上 限 利 率 が 上 昇 す る 場 合 に は 、 こ の 上 限 利 率 お よ び 当
初 の 適 用 利 率 の い ず れ か 低 い 利 率 を 上 限 と し て 利 率 が 変 更 さ れ る こ と が あ り ま す 。  
２．本 会 員 は 、 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 借 入 金 （ 付 利 単 位 １ ０ ０ 円 ） に 対 し 、 当 社 所 定 の 利
率 に よ る 利 息 を 支 払 う も の と し ま す 。  
３．借 入 金 に 対 す る 利 息 額 は 、借 入 日 の 翌 日 か ら 支 払 期 日 ま で年 ３ ６ ５ 日（ 閏 年 は 年 ３ ６ ６ 日 ）
で 日 割 計 算 し た 金 額 を 経 過 利 息 と し て 支 払 う も の と し ま す 。  
第４３条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）  
１．海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 返 済 方 法 は 、 元 利 一 括 返 済 、 返 済 回 数 は １ 回 と し ま す 。  
２．毎 月 の 返 済 額 は 、 第 ３ ７ 条 の 毎 月 の 締 切 日 ま で の 借 入 金 と 前 条 第３ 項 の 経 過 利 息 と を 合 計
し 、 第 １ ６ 条 の 定 め に よ り 当 月 の 支 払 期 日 に 支 払 う も の と し ま す 。  
３．海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス に よ る 現 金 を 現 地 通 貨 で 交 付 し た 場 合 で あ っ て も 、 海 外 キ ャ ッ シ
ュ サ ー ビ ス の 借 入 金 元 金 は 、 第 １ ７ 条 の 定 め に よ り 換 算 さ れ た 円 貨 と し ま す 。  
４．会 員 は 、 別 途 定 め る 方 法 に よ り 、 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 借 入 金 の 全 部 ま た は 一 部 を 繰
上 げ て 返 済 す る こ と が で き ま す 。 現 在 ご 利 用 可 能 な 繰 上 返 済 の 方 法 お よ び 条 件 は 、 下 記 ＜ 繰 上
返 済 の 可 否 お よ び 方 法 ＞ に 定 め る と お り と し ま す 。  
５．海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 借 入 金 に つ い て 、 当 社 が 定 め る 日 ま で に キ ャ ッ シ ン グ も あ と か
ら リ ボ の 申 込 を 行 い 、 当 社 が 適 当 と 認 め た 場 合 は 、 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 借 入 金 を キ ャ ッ
シ ン グ リ ボ に 変 更 す る こ と が で き ま す 。 そ の 場 合 、 申 込 日 ま で を 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の ご
利 用 、 申 込 日 の 翌 日 以 降 を キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の ご 利 用 と し て お 借 入 期 間 を 算 出 し 、 ご 利 用 金 額
に 対 す る 利 息 を 日 割 計 算 し ま す 。  
第４４条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）  

会 員 は 、 海 外 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 等 が 設 置 す る Ａ Ｔ Ｍ 等 を 利 用 し て 借 り 受 け 、 ま た は 当 該
借 入 金 を 当 社 の 提 携 金 融 機 関 等 が 日 本 国 内 に 設 置 し て い る Ａ Ｔ Ｍ 等 を 利 用 し て 臨 時 に 返 済 す る
場 合 に お い て も 、 第 ４ ０ 条 の 定 め に 従 う も の と し ま す 。  
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第３章  書面の交付  

第４５条（キャッシング利用時およびお支払い時の書面の交付）  
本 会 員 は 、当 社 が 適 当 と 認 め た 日 よ り 、当 社 が 貸 金 業 法 第 １ ７ 条 第 １ 項 に 規 定 さ れ た 書 面 の 交

付 に 代 え て 、同 第 ６ 項 に 規 定 さ れ た 書 面 、お よび 貸 金 業 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 に 規 定 さ れ た 書 面 の 交
付 に 代 え て 、 同 第 ３ 項 に 規 定 さ れ た 書 面 を 交 付 す る こ と が で き る こ と を 承 諾 す る も の と し ま す 。 
※ 貸 金 業 法 施 行 日 （ 平 成 １ ９ 年 １ ２ 月 １ ９ 日 ） 以 前 に 入 会 し た 本 会 員 は 、 当 社 か ら 上 記 第 ４ ５
条 に 関 す る 通 知 ま た は 上 記 第 ４ ５ 条 を 含 む 本 規 約 の 送 付 を 初 め て 受 け た 場 合 、 １ ヶ 月 以 内 に 異
議 を 申 し 立 て る こ と が で き る も の と し ま す 。  
 
＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法＞  

 
本 会 員  家 族 会 員  

キ ャ ッ シ ン グ
リ ボ  

海 外 キ ャ ッ シ ュ  
サ ー ビ ス  

キ ャ ッ シ ン グ
リ ボ  

海 外 キ ャ ッ シ ュ  
サ ー ビ ス  

当 社 が 指 定 す る Ａ Ｔ Ｍ 等 で 暗 証 番 号 を
入 力 し て 所 定 の 操 作 を し 、 直 接 現 金 を
受 領 す る 方 法  

○  ○  ○  ○  

国 際 提 携 組 織 と 提 携 し た 日 本 国 外 の 金
融 機 関 の 本 支 店 の う ち 当 社 の 指 定 す る
店 舗 に お い て カ ー ド を 提 示 し 、 所 定 の
伝 票 に 署 名 し 、 直 接 現 金 を 受 領 す る 方
法  

―  ○  ―  ○  

電 話 ・ イ ン タ ー ネ ッ ト 等 で 申 込 み を 行
な い 、 借 入 金 を 決 済 口 座 へ の 振 込 み に
よ り 受 領 す る 方 法  

○  ―  × ―  

「 キ ャ ッ シ ン グ も あ と か ら リ ボ 」 の 申
込 み を 行 な い 、 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ
ス の 借 入 金 を キ ャ ッ シ ン グ リ ボ へ 変 更
す る 方 法  

○  ―  ○  ―  
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＜キャッシングリボご利用時のご注意＞  
キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の 返 済 方 法 が 毎 月 元 利 定 額 返 済 の 場 合 、 毎 月 の ご 返 済 額 は ご 利 用 残 高に よ
り 以 下 の と お り 変 更 と な り 、 一 度 上 が っ た ご 返 済 額 は ご 利 用 残 高 が 減 っ て も 下 が り ま せ ん 。  
ま た 、当 社 が 定 め る 会 員 規 約（ 改 定 が あ っ た 場 合 に は 改 定 前 の 会 員 規 約 を 含 み ま す 。）に よ り  
既 に 毎 月 の 返 済 額 が 定 ま っ て い る 場 合 も 新 た なキ ャ ッ シ ン グ リ ボ の ご 利 用 が な い 限 り 毎 月 の  
返 済 額 は 当 然 に は 変 更 さ れ ま せ ん 。 新 た に キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の ご 利 用 が あ っ た 場 合 に は 会 員
規 約 の 定 め に よ り 毎 月 の 返 済 額 が 変 更 さ れ る 場 合 があ り ま す 。  

締 切 日
時 点 の  
ご 利 用

残 高  

①  

以 下 い ず れ か の 条 件 に 合 致 す る 方  
■ 2007 年 12 月 16 日 以 降 に キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の

ご 利 用 枠 を 設 定 ・ 増 枠 さ れ た 方  
■ 2007 年 12 月 15 日 以 前 に キ ャ ッ シ ン グ リ ボ の

ご 利 用 が な い 方  
■ 2017 年 2 月 13 日 以 降 に 会 員 の 申 出 に よ り カ ー

ド を 切 替 さ れ た 方  
た だ し 、 カ ー ド 種 類 （ プ ラ チ ナ 、 ゴ ー ル ド 、  
ヤ ン グ ゴ ー ル ド 、エ グ ゼ ク テ ィ ブ 、ク ラ シ ッ ク 、
ク ラ シ ッ ク Ａ 、 ア ミ テ ィ エ 、 ア ミ テ ィ エ Ａ 等 ）
変 更 の み の 切 替 は 除 き ま す 。  

20 万 円 超  70 万 円 超  
200 

万 円 超  

②  ① 以 外 の 方  50 万 円 超  
100 

万 円 超  

変 更 前 毎 月 返 済 額  
2 万 円  
未 満  

3 万 円  
未 満  

4 万 円  
未 満  

変 更 後 毎 月 返 済 額  2 万 円  3 万 円  4 万 円  

当 社 と 会 員 の 間 で 同 意 に 基 づ き 、 上 記 と 異 な る 変 更 条 件 を 適 用 す る 場 合 、 当 社 所 定 の 方 法 に よ
り 別 途 通 知 す る こ と と し ま す 。 ま た 、 当 社 と 会 員 の 間 で 合 意 な く 上 記 条 件 を 変 更 す る こ と は あ
り ま せ ん 。  
 
＜ キ ャ ッ シ ン グ リ ボ ・ 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の 返 済 方 法 ・ 回 数 、 利 率 等 ＞  
● キ ャ ッ シ ン グ リ ボ ・ 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス の ご 利 用 条 件  

 名   称  返 済 方 法  返 済 期 間 ・ 返 済 回 数  実 質 年 率  

キ ャ ッ シ ン グ リ ボ  

元 利 定 額 返 済  
（ ボ ー ナ ス 月

増 額 返 済  
あ り ）  

最 長 2 年 9 か 月 ・ 33 回 （ 新 規 ご 契 約
ご 利 用 枠 50 万 円 、 実 質 年 率 18.0％ 、
毎 月 返 済 額 2 万 円 、 50 万 円 を ご 利 用
の 場 合 ）  
※ 返 済 期 間・回 数 は ご 利 用 内 容 に よ っ
て 異 な り ま す 。  

一 般 会 員  
 … 実 質 年 率  
 １ ５ ． ０ ～ １ ８ ． ０ ％                 
ゴ ー ル ド カ ー ド 会 員  
 … 実 質 年 率 １ ５ ． ０ ％  

海 外  
キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス  

元 利 一 括 返 済  
23 日 ～ 56 日 （ た だ し 暦 に よ る ）  

・ 1 回  
実 質 年 率  

 １ ５ ． ０ ～ １ ８ ． ０ ％  
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※ キ ャ ッ シ ン グ リ ボ ・ 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ スの ご 利 用 枠 が ０ 円 の 場 合  

 名   称  返 済 方 法  
返 済 予 定 総 額 お よ び 返 済 期 間  

・ 返 済 回 数 等  
実 質 年 率  

キ ャ ッ シ ン グ リ ボ  
元 利 定 額  

返 済  
０ 円 、 ０ 日 ・ ０ 回  

一 般 会 員  
 … 実 質 年 率  
 １ ５ ． ０ ～ １ ８ ． ０ ％                 
ゴ ー ル ド カ ー ド 会 員  
 … 実 質 年 率 １ ５ ． ０ ％  

海 外  
キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス  

元 利 一 括  
返 済  

０ 円 、 ０ 日 ・ ０ 回  
実 質 年 率  

 １ ５ ． ０ ～ １ ８ ． ０ ％  

● 担 保 ・ 保 証 人 … 不 要  
● 元 本・利 息 以 外 の 金 銭 の 支 払 い ･･･Ａ Ｔ Ｍ 手 数 料（ 取 扱 金 額 １ 万 円：１ １ ０ 円（ 含 む 消 費 税 等 ）、  

取 扱 金 額 １ 万 円 超 ：２ ２ ０ 円 （ 含 む 消 費 税 等 ））・ 再 振 替 等 に か か る 費 用  
● 本 会 員 に お い て 、 利 息 が 利 息 制 限 法 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 利 率 を 超 え る と き は 、 超 え る 部

分 に つ い て の 支 払 義 務 を 負 い ま せ ん 。  
● 貸 金 業 法 第 １ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 交 付 す る 書 面 ま た は 同 第 ６ 項 で 規 定 す る 書 面 に 記 載 す

る 返 済 期 間 、 返 済 回 数 、 返 済 期 日 ま た は 返 済 金 額 は 、 当 該 書 面 に 記 載 す る 利 用 の 後 に 行 わ れ
る 追 加 利 用 ・ 繰 上 返 済 等 に よ り 変 動 す る こ と が あ り ま す 。  

 
＜割賦販売における用語の読み替え＞  
会 員 規 約 、 特 約 、 カ ー ド 送 付 台 紙 、 ご 利 用 代 金 明 細 書 、 通 知 書 、 広 告 物 等 に お い て 割 賦 販 売  
に お け る 用 語 を 以 下 の 通 り 読 み 替 え ま す 。  

割 賦 販 売 に お け る 用 語  読 み 替 え 後 の 用 語  
・ 現 金 販 売 価 格  
・ 現 金 提 供 価 格  
・ 現 金 価 格  
・ 利 用 金 額  
・ 利 用 額  

・ 利 用 代 金  

・ 支 払 回 数  
・ 分 割 回 数  

・ 支 払 区 分  
※ 「 ご 利 用 代 金 明 細 書 」 の み 読 み 替 え  

・ 支 払 総 額  
・ 分 割 払 価 格  
・ 分 割 価 格  

・ 分 割 支 払 金 合 計  
・ お 支 払 い 総 額  
・ カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ の 支 払 い 総 額  

・ 包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん の 手 数 料  
・ 分 割 払 手 数 料  
・ 分 割 手 数 料  
・ リ ボ 手 数 料  

・ 手 数 料  
・ 手 数 料 額  

・ 実 質 年 率  ・ リ ボ ル ビ ン グ 払 い の 手 数 料 率  
・ 分 割 払 い の 手 数 料 率  
・ 手 数 料 率  
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・ 支 払 分  
・ 分 割 支 払 額  
・ 分 割 支 払 金  
・ 分 割 払 金  
・ 弁 済 金  
・ 各 回 の 支 払 金 額  

・ お 支 払 い 予 定 額  
・ カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ の 支 払 い 金  
 
 
・ リ ボ 払 い お 支 払 額  
・ 毎 月 支 払 額  
・ 今 回 お 支 払 額  
・ 臨 時 元 金 返 済 額  
・ 約 定 お 支 払 額  
・ ボ ー ナ ス 月 増 額  

 
＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等＞  
・ リ ボ ル ビ ン グ 払 い        実 質 年 率 １ ５ ． ０ ％  
・ 分 割 払 い  
支払回数  3 4 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 
支 払 期 間  
（ ヵ 月 ）  3 4 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 

実 質 年 率  
（ ％ ）  12.20 12.99 13.50 13.86 14.57 14.74 14.87 14.94 14.96 14.96 14.91 14.82 

利 用 金 額  
１ ０ ０ 円 当 り
の 分 割 払 手 数
料 の 額 （ 円 ）  

2.04 2.72 3.40 4.08 6.80 8.16 10.20 12.24 13.60 16.32 20.40 24.48 

 
支払回数  40 42 48 50 54 60 
支 払 期 間  
（ ヵ 月 ）  40 42 48 50 54 60 

実 質 年 率  
（ ％ ）  14.76 14.72 14.61 14.57 14.50 14.38 

利 用 金 額  
１ ０ ０ 円 当 り
の 分 割 払 手 数
料 の 額 （ 円 ）  

27.20 28.56 32.64 34.00 36.72 40.80 

 
＜リボルビング払いのお支払い例＞  
（ 元 金 定 額 コ ー ス １ 万 円 お よび 標 準 コ ー ス 、 実 質 年 率 15.0％ の 場 合 ）  
8 月 16 日 か ら 9 月 15 日 ま で に 利 用 金 額 50,000 円 の リ ボ 払 い を ご 利 用 さ れ た 場 合  
◆ 初 回 （ 10 月 10 日 ） お 支 払 い （ ご 利 用 残 高  50,000 円 ）  
① お 支 払 い 元 金 （ 元 金 定 額 コ ー ス ・ 標 準 コ ー ス と も ） …  10,000 円  
② 手 数 料 （ 元 金 定 額 コ ー ス ・ 標 準 コ ー ス と も ） …  あ り ま せ ん 。  
③ 弁 済 金 （ 元 金 定 額 コ ー ス ・ 標 準 コ ー ス と も ） …  10,000 円 （ ① ）  
④ お 支 払 い 後 残 高 （ 元 金 定 額 コ ー ス ・ 標 準 コ ー ス と も ） …  50,000 円 － 10,000 円 － 40,000 円  
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◆ 第 ２ 回 （ 11 月 10 日 ） お 支 払 い （ ご 利 用 残 高  40,000 円 ）  
① 手 数 料（ 9 月 16 日 か ら 10 月 15 日 ま で の 分 。支 払 期 日 を ま た ぐ の で 元 本 が 途 中 で 変 り ま す ）  
  …  50,000 円 ×15.0% ×15 日 ÷365 日 ＋ 50,000 円 ×15.0%×10 日 ÷365 日 ＋ 40,000 円 ×

15.0%×5 日 ÷365 日 = 595 円  
② お 支 払 い 元 金  
・  元 金 定 額 コ ー ス の 場 合 …  10,000 円  
・  標 準 コ ー ス の 場 合 …  9,405 円 （ ③  10,000 円 － ①  595 円 ）  

③ 弁 済 金  
・  元 金 定 額 コ ー ス の 場 合 …  10,595 円 （ ①  595 円 ＋ ②  10,000 円 ）  
・  標 準 コ ー ス の 場 合 …  10,000 円  

④ お 支 払 い 後 残 高  
・  元 金 定 額 コ ー ス の 場 合 …  30,000 円 （ 40,000 円 － 10,000 円 ）  
・  標 準 コ ー ス の 場 合 …  30,595 円 （ 40,000 円 － 9,405 円 ）  

 
＜分割払いのお支払い例＞  
利 用 金 額 50,000 円 、 10 回 払 い で 分 割 払 い を ご 利 用 さ れ た場 合  
① 分 割 払 い 手 数 料     50,000 円 ×（ 6.80 円 ÷100 円 ） =3,400 円  
② 支 払 総 額       50,000 円 ＋ 3,400 円 =53,400 円  
③ 分 割 支 払 額      53,400 円 ÷10 回 =5,340 円  
 
＜２回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料＞  

支 払 区 分  支 払 回 数  支 払 期 間  手 数 料  
２ 回 払 い  ２ 回  ２ ヵ 月  不 要  

ボ ー ナ ス 一 括 払 い  １ 回  ２ ヵ 月 ～ ８ ヵ 月  不 要  
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＜繰上返済の可否および方法＞  

 
 

リ ボ ル ビ ン グ  
払 い  

分 割 払 い  
キ ャ ッ シ ン グ  

リ ボ  
海 外 キ ャ ッ シ ュ  

サ ー ビ ス  

当 社 が 別 途 定 め る 期 間 に お い
て 、 当 社 の 提 携 金 融 機 関 の 日 本
国 内 の Ａ Ｔ Ｍ 等 か ら 入 金 し て 返
済 す る 方 法  

○  × ○  

○  

（ 全 額 返 済  
の み 可 ）  

当 社 が 別 途 定 め る 期 間 に 事 前 に
当 社 に 申 し 出 る こ と に よ り 、 支
払 期 日 に 口 座 振 替 に よ り 返 済 す
る 方 法  

○  
○  

（ 全 額 返 済  
の み 可 ）  

○  × 

当 社 が 別 途 定 め る 期 間 に 事 前 に
当 社 に 申 出 の う え 、 振 込 等 に よ
り 当 社 指 定 口 座 へ 入 金 す る 方 法  
（ 振 込 手 数 料 は 負 担 い た だ き ま
す ）  

○  
○  

（ 全 額 返 済  
の み 可 ）  

○  ○  

当 社 へ 現 金 を 持 参 し て 返 済 す る
方 法  ○  

○  
（ 全 額 返 済  

の み 可 ）  

○  ○  

※ １ ．全 額 繰 上 返 済：リ ボ ル ビ ン グ 払 い 、キ ャ ッ シ ン グ リ ボ 、海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ スの 場 合 、
日 割 計 算 に て 返 済 日 ま で の 手 数 料 ま た は 利 息 を 併 せ て 支 払 う も の と し ま す 。 分 割 払 い の 場
合 、 期 限 未 到 来 の 分 割 払 手 数 料 の う ち 当 社 所 定 の 割 合 に よ る 金 額 の 払 戻 し を 当 社 に 請 求 で
き ま す 。  

※ ２ ．一 部 繰 上 返 済：原 則 と し て 返 済 金 の 全 額 を 元 本 の 返 済 に 充 当 す る も の と し 、次 回 以 降 の
支 払 期 日 に 、 日 割 計 算 に て 元 本 額 に 応 じ た 手 数 料 ま た は 利 息 を 支 払 う も の と し ま す 。  

※ ３ ．リ ボ ル ビ ン グ 払 い を Ａ Ｔ Ｍ か ら 入 金 で 繰 上 返 済 す る 場 合 は 、カ ー ド 利 用 後 、当 社 が 定 め
る 日 ま で 返 済 で き ま せ ん 。  

※ ４ ．海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス を 締 切 日 ま で の 同 一 期 間 内 に複 数 回 利 用 し 、当 社 が 別 途 定 め る
期 間 に お い て 当 社 の 提 携 金 融 機 関 の Ａ Ｔ Ｍ か ら 入 金 し て 返 済 す る 場 合 、 同 一 期 間 内 に 利 用
し た 海 外 キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス 全 件 の み 返 済 が 可 能 で す 。  

※ ５ ． 上 記 に か か わ ら ず 、 そ の 他 繰 上 返 済 で き な い 場 合 が あ り ま す 。  
※ ６ ．本 会 員 は 、家 族 会 員 を 本 会 員 の 代 理 人 と し て 、家 族 会 員 が 家 族 カ ー ド ま た は そ の 会 員 番

号 を 用 い て Ａ Ｔ Ｍ 等 で 繰 上 返 済 を 行 わ せ る こ と が で き ま す 。 家 族 カ ー ド ま た は そ の 会 員 番
号 を 用 い て Ａ Ｔ Ｍ 等 で 繰 上 返 済 の 手 続 の 全 部 ま た は 一 部 （ 手 続 が 途 中 で 中 止 さ れ た 場 合 を
含 み ま す ） が 行 わ れ た 場 合 は 、 家 族 会 員 が 本 会 員 の 代 理 人 と し て 当 該 手 続 を 行 っ た も の と
み な し ま す 。 こ の 場 合 、 家 族 会 員 に 対 し 、 当 該 繰 上 返 済 の 対 象 と な る 残 高 （ 本 会 員 お よ び
家 族 会 員 の カ ー ド な ら び に そ れ ら の 会 員 番 号 の 利 用 に 基 づ く 合 計 残 高 ） が 開 示 さ れ ま す 。  

※ ７ ．振 込 等 に よ り 当 社 指 定 口 座 へ 入 金 し て 繰 上 返 済 す る 場 合 、金 融 機 関 か ら 当 該 口 座 に 入 金
さ れ た 日 に 返 済 手 続 が 行 わ れ た も の と し て 取 扱 い ま す 。  
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＜ご相談窓口＞  
１ ． 商 品 等 に つ い て の お 問 合 わ せ ・ ご 相 談 は 、 カ ー ド を 利 用 さ れ た 加 盟 店 に ご 連 絡 く だ さ い 。  
２ ． 宣 伝 印 刷 物 の 送 付 等 営 業 案 内 の 中 止 の お 申 出 は 、 下 記 ま で お 願 い し ま す 。  
 
株 式 会 社 京 葉 銀 カ ー ド  
〒 260-0012 千 葉 市 中 央 区 本 町 3-2-6 
電 話 番 号 043-222-2131 
 
３ ． 個 人 情 報 の 開 示 ・ 訂 正 ・ 削 除 等 の 会 員 の 個 人 情 報 に 関 す る お 問 合 わ せ ・ ご 相 談 は 下 記 の 当
社 お 客 様 相 談 室 ま で お 願 い し ま す 。  
４ ． 本 規 約 に つ い て の お 問 合 わ せ ・ ご 相 談 お よび 支 払 停 止 の 抗 弁 に 関 す る 書 面 に つ い て は 、 下
記 の 当 社 お 客 様 相 談 室 ま で ご 連 絡 く だ さ い 。  
 
＜ お 客 様 相 談 室 ＞  
〒 260-0012 千 葉 市 中 央 区 本 町 3-2-6 
電 話 番 号 043-222-2131 
 
５ ．カ ー ド の 紛 失・盗 難 に 関 す る ご 連 絡 は 下 記 の Ｖ Ｊ 紛 失・盗 難 受 付 デ ス ク ま で お 願 い し ま す 。  
 
＜ Ｖ Ｊ 紛 失 ・ 盗 難 受 付 デ ス ク ＞  
フ リ ー ダ イ ヤ ル    ０ １ ２ ０ － ９ １ ９ ４ ５ ６  
上 記 番 号 が 繋 が り に く い 場 合 は 下 記 番 号 を ご 利 用 く だ さ い 。  
 東 京 ０ ３ － ６ ６ ２ ７ － ４ ０ ５ ７  大 阪 ０ ６ － ６ ４ ４ ５ － ３ ５ ３ ０  
 
※ カ ー ド を 利 用 し な い 場 合 に は 、 利 用 開 始 す る 前 に 切 断 の う え 当 社 に ご 返 却 く だ さ い 。  
 

貸 金 業 務 に 係 る 紛 争 解 決 に つ い て は 、 下 記 ま で ご 連 絡 願 い ま す 。  
（ 当 社 が 契 約 す る 指 定 紛 争 解 決 機 関 ）  
日 本 貸 金 業 協 会  貸 金 業 相 談 ・ 紛 争 解 決 セ ン タ ー  
〒 １ ０ ８ － ０ ０ ７ ４  東 京 都 港 区 高 輪 ３ － １ ９ － １ ５  電 話 番 号  ０ ５ ７ ０ － ０ ５ １ － ０ ５ １  

 
 

（ 2024 年 10 月 改 定 ）  


	京葉銀カード会員規約
	第１章  会員の資格
	第２章  カードの管理
	第６条（カードの貸与と取扱い）
	２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか１枚に限定することができるものとします。
	第１１条（カードの再発行）

	第３章  カード利用代金等の決済方法
	第１６条（代金決済口座および決済日）
	第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
	第２１条（期限の利益の喪失）
	第１章  カードによるショッピング
	第２７条（カードショッピング）
	第２章  カード利用代金の支払区分
	第２９条（カード利用代金の支払区分）
	１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
	２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、２４回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
	３．分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
	４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は１月および８月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は１回当りの利用金額の５０％とし、ボーナス併用回数で均等分割（ただし、各ボーナス支払月の加算金額は１，０００円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期６月・７月・８月、冬期１２月・１月・２月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を...
	②前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金（付利単位１，０００円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年１４．６％を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払いの支払い分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額（付利単位１，０００円）に対し商事法定利率（２０２０年４月１日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率）を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額を超...
	２．平成２１年１２月１０日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
	①本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高（付利単位１，０００円）に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年１４．６％を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、２回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額（付利単位１，０００円）に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率（２０２０年４月１日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法...
	②前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金（付利単位１，０００円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年１４．６％を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、２回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額（付利単位１，０００円）に対し商事法定利率（２０２０年４月１日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率）を乗じ年３６５日（閏年は年...

	第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
	第３４条（見本・カタログ等と現物の相違）
	第１章  キャッシングリボ
	第３６条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
	本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由によ...
	第３７条（キャッシングリボの利率および利息の計算）
	１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初...
	２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
	３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位１００円）に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
	４．毎月の利息額は、毎月の締切日（支払期日が１０日の場合には前月１５日）までの日々の残高に対し年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヵ月分とし、第１６条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
	第３８条（キャッシングリボの借入金の支払い）
	１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
	２．キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第４項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第１６条の定めにより支払うものとします。
	３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記＜繰上返済の
	第３９条（遅延損害金）
	１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金（付利単位１，０００円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年２０．０％を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
	２．前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。

	第２章  海外キャッシュサービス
	第４１条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
	本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによら...
	第４２条（海外キャッシュサービスの利率および利息の計算）
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